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令和３年第１回羅臼町議会定例会（第１号） 

 

令和３年３月５日（金曜日）午前１０時開会 

 

──────────────────────────────────── 

 

○議事日程 

 日程第 １ 会議録署名議員の指名 

 日程第 ２ 会期の決定 

 日程第 ３ 諸般の報告 

 日程第 ４ 町長行政報告 

 日程第 ５ 議案第 ３号 令和２年度目梨郡羅臼町一般会計補正予算 

 日程第 ６ 議案第 ４号 令和２年度目梨郡羅臼町国民健康保険事業特別会計補正予

算 

 日程第 ７ 議案第 ５号 令和２年度目梨郡羅臼町後期高齢者医療事業特別会計補正

予算 

 日程第 ８ 議案第 ６号 令和２年度目梨郡羅臼町国民健康保険診療所事業特別会計

補正予算 

 日程第 ９ 議案第１３号 羅臼町議会議員及び羅臼町長の選挙における選挙運動の公

費負担に関する条例制定について 

 日程第１０ 議案第１４号 羅臼町議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関

する条例の一部を改正する条例制定について 

 日程第１１ 議案第１５号 重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関す

る条例の一部を改正する条例制定について 

 日程第１２ 議案第１７号 羅臼町指定介護予防支援等に関する条例の一部を改正する

条例制定について 

 日程第１３ 議案第１８号 羅臼町介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業

の人員、設備及び運営に係る基準に関する条例の一部を改

正する条例制定について 

 日程第１４ 議案第１９号 羅臼町介護保険法に基づく指定地域密着型介護予防サービ

スの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護

予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法

に係る基準に関する条例の一部を改正する条例制定につい

て 

 日程第１５ 議案第２０号 羅臼町指定居宅介護支援事業者の指定に関し必要な事項並

びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基
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準を定める条例の一部を改正する条例制定について 

 日程第１６ 議案第２１号 町道路線の廃止及び認定について 

 日程第１７ 町長・教育長の行政執行方針 

──────────────────────────────────── 

○出席議員（１０名） 

  議 長 １０番 佐 藤   晶 君    副議長  ９番 小 野 哲 也 君 

       １番 加 藤   勉 君         ２番 田 中   良 君 

       ３番 髙 島 讓 二 君         ４番 井 上 章 二 君 

       ５番 坂 本 志 郎 君         ６番 松 原   臣 君 

       ７番 村 山 修 一 君         ８番 鹿 又 政 義 君 

──────────────────────────────────── 

○欠席議員（０名） 

──────────────────────────────────── 

○地方自治法第１２１条により説明のため出席した者 

 町     長  湊 屋   稔 君   副 町 長         川 端 達 也 君 

 教  育  長         和 田 宏 一 君   監 査 委 員         松 田 眞佐都 君 

 企画振興課長         八 幡 雅 人 君   総 務 課 長         本 見 泰 敬 君 

 税務財政課長         対 馬 憲 仁 君   税務財政課長補佐         飯 島   東 君 

 環境生活課長         松 﨑 博 幸 君   保健福祉課長         太 田 洋 二 君 

 福祉・介護担当課長         福 田 一 輝 君   保健・国保担当課長         洲 崎 久 代 君 

 産 業 創 生 課 長         大 沼 良 司 君   まちづくり担当課長         石 﨑 佳 典 君 

 建設水道課長         佐 野 健 二 君   学 務 課 長         平 田   充 君 

 社会教育課長         野 田 泰 寿 君   社会教育課長補佐         湊   慶 介 君 

 図 書 館 長         菊 地 理恵子 君   会 計 管 理 者         仙 福 聖 一 君 

──────────────────────────────────── 

○職務のため議場に出席した者 

 議会事務局長         鹿 又 明 仁 君   議会事務局次長         長 岡 紀 文 君



― 3 ― 

──────────────────────────────────── 

午前１０時００分 開会 

──────────────────────────────────── 

◎開会・開議宣告 

──────────────────────────────────── 

○議長（佐藤 晶君） おはようございます。 

 ただいまの出席議員は１０人です。定足数に達しておりますので、令和３年第１回羅臼

町議会定例会を開会いたします。 

 これから本日の会議を開きます。 

 定例会会期日程表及び本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

 なお、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、会期中における議場内でのマスク

の着用並びに出入口３か所を開放します。ただし、発言時においてはマスクを外すことも

許します。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

──────────────────────────────────── 

○議長（佐藤 晶君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 本定例会の会議録署名議員は、会議規則第１２３条の規定により、５番坂本志郎君及び

６番松原臣君を指名いたします。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第２ 会期の決定 

──────────────────────────────────── 

○議長（佐藤 晶君） 日程第２ 会期の決定の件を議題とします。 

 お諮りします。 

 本定例会の会期については、議会運営委員会で協議していただき、本日から３月１６日

までの１２日間とし、会議規則第９条第１項及び議案調査並びに議案審査のため、３月６

日から３月７日及び３月９日から３月１５日までの９日間は休会にしたいと思います。 

 御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（佐藤 晶君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本定例会の会期は、本日から３月１６日までの１２日間とし、会議規則第

９条第１項及び議案調査並びに議案審査のため、３月６日から３月７日及び３月９日から

３月１５日までの９日間は休会とすることに決定いたしました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第３ 諸般の報告 

──────────────────────────────────── 
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○議長（佐藤 晶君） 日程第３ 諸般の報告を行います。 

 去る２月９日、書面にて第７２回全国町村議会議長会定期総会が開催され、羅臼町議会

が議会基本条例の制定をはじめ、議会活動の活性化が評価され、町村議会表彰を受彰しま

した。 

 次に、羅臼町監査委員から、例月出納検査の結果について報告がありました。関係書類

及び資料は、議長の手元で保管しております。 

 これで、諸般の報告を終わります。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第４ 町長行政報告 

──────────────────────────────────── 

○議長（佐藤 晶君） 日程第４ 町長から行政報告の申し出がありましたので、これを

許します。 

 町長。 

○町長（湊屋 稔君） おはようございます。 

 令和３年度第１回定例町議会の御案内をさせていただきましたところ、議員皆様の御出

席を賜りましてお礼を申し上げます。 

 本日より、新型コロナウイルス感染予防のため、議場や議員席にアクリル板を設置させ

ていただきました。多少お聞き苦しいこともあろうかと思いますが、御理解をいただけれ

ばと思います。 

 また、先ほど議長より報告がございました羅臼町議会が町村議会表彰を受彰されたとい

う報告がございました。日頃の議会の活動に対し表彰を受けたことと、大変私としても嬉

しく思っております。心からおめでとうございます。 

 それでは、議長よりお許しをいただきましたので、２件の行政報告をさせていただきま

す。 

 １件目は、新型コロナウイルスワクチン接種についてであります。 

 新型コロナウイルス感染症につきましては、依然として道内各地で感染者の報告がされ

ております。２月２６日、２７日に根室振興局管内で感染者の報告がありましたが、その

後、管内的な広がりもなく、安堵しているところです。 

 このコロナウイルス感染症対策の一環として、国では２月１７日から医療従事者等のコ

ロナウイルスワクチンの先行接種を始めました。当町でのワクチン接種体制も当初６５歳

以上の高齢者の接種期間時期を３月下旬から実施できるよう準備を進めるようにとのこと

で、それに向けて体制を検討してまいりました。 

 現在のところ、知床らうす国保診療所での個別接種に加え、週１回程度の診療所スタッ

フによる集団接種、また以前から羅臼町で季節性インフルエンザ予防接種の集団接種を

行っていただいている中標津町こどもクリニックの栗山院長より、羅臼町内での集団接種

の実績があるため協力したいとの申出があり、日曜日の集団接種をお願いしております。 
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 しかしながら、現在のところ十分なワクチンの確保についてのめどが不明なため、接種

開始が行えない状況にあります。ワクチンの供給状況により接種開始時期が見通せない状

況にありますが、接種できる状況となりましたら、町政だより等でお知らせすることとい

たしますので、対象となる皆様の接種をお願いいたします。 

 ２件目は、鮮魚取扱高についてであります。 

 お手元に配付させていただきました日報は、令和３年３月３日付のものであります。 

 主要魚種で見ますと、ホッケが好調でありまして、数量で４倍以上、単価が１００円安

だったこともありますが、取扱金額で２.６倍となっております。ホッケにつきまして

は、昨年は秋漁も好調に推移しておりましたので、資源回復を望むところであります。 

 スケソウは、前年同期より２倍近い水揚げがあり、単価が少し安かったこともあります

が、金額で１.６倍となっております。しかしながら、スケソウの水揚げが伸びた一方で

タラが数量で前年同期の３分の１と落ち込んでおり、約４億６,７００万円の水揚げ金額

は約１億７,０００万円まで落ち込んでおります。 

 ウニ漁につきましては、２月に入ってから天候にも恵まれ、出漁回数も順調であること

から、前年同期とほぼ同じく推移しております。しかし、聞くところによると、実入りが

あまりよくなく、粒も小さいという報告もあり、海の環境や磯焼けなどにも注意が必要で

あると認識しております。 

 全体としては、最悪だった前年より数量、金額とも減少傾向にあり、厳しい状況が続い

ております。急激な資源の回復は望めないことから、この危機的状況に耐え、乗り越えて

いくための方法を羅臼漁業協同組合や関係産業団体と、さらなる協議をしてまいりたいと

考えております。 

 大変な状況が長く続いております。様々な対策を打っていかなければなりませんが、や

はり願うことは資源の回復であります。春漁に向け、多くの魚が羅臼沖に来遊してくれる

ことを心から願い、行政報告とさせていただきます。 

○議長（佐藤 晶君） これで、行政報告は終わりました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第５ 議案第３号 令和２年度目梨郡羅臼町一般会計補正予算 

──────────────────────────────────── 

○議長（佐藤 晶君） 日程第５ 議案第３号令和２年度目梨郡羅臼町一般会計補正予算

を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

○町長（湊屋 稔君） 議案書の１ページをお開き願います。 

 議案第３号令和２年度目梨郡羅臼町一般会計補正予算について、また、この後予定をし

ております議案第４号から議案第６号、また議案第１３号から議案第１５号、さらに議案

第１７号から議案第２１号につきまして、副町長及び各担当課長から内容について説明さ
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せていただきますので、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（佐藤 晶君） 副町長。 

○副町長（川端達也君） 議案の１ページをお願いいたします。 

 議案第３号令和２年度目梨郡羅臼町一般会計補正予算。 

 令和２年度目梨郡羅臼町の一般会計補正予算は、次に定めるところによる。 

 第１条は、歳入歳出予算の補正であります。 

 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ６,２２４万３,０００円を減額し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ６１億９,２６７万３,０００円とする。 

 ２項で、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 第２条は、繰越明許費であります。 

 地方自治法第２１３条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる

経費は、「第２表 繰越明許費」による。 

 第３条は、地方債の補正であります。 

 地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。 

 ２ページをお願いいたします。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 歳入でございます。 

 １１款１項地方交付税１,０４６万７,０００円を減額し、１９億９,２２７万７,０００

円。歳出の財源調整分として地方交付税に求めるものであります。 

 １４款使用料及び手数料１００万８,０００円を減額し、１億７７万円。 

 １項使用料１００万８,０００円を減額し、７,３９５万８,０００円。新型コロナウイ

ルス感染症による経済的影響により、温泉を使用している旅館業を対象に７月から１２月

まで温泉使用料３０％の減免を行いましたが、追加支援としまして１月から３月までを５

０％の減免措置としたものであります。 

 １５款国庫支出金８４２万１,０００円を追加し、１１億４,８０５万３,０００円。 

 １項国庫負担金２５０万１,０００円を追加し、１億３,２８４万７,０００円。内容に

つきましては、障がい者介護・訓練等給付費負担金が４８７万円の追加でありますが、新

規施設入所者１名が増加したことなどによるものでございます。また、児童手当の事業費

確定により２３６万９,０００円の減額であります。 

 ２項国庫補助金５８３万２,０００円を追加し、１０億１,２５６万７,０００円。新型

コロナウイルス感染拡大に伴う全国民に対して１０万円を支給しました特別定額給付金の

事業費確定により、８２５万３,０００円の減額。新型コロナウイルス感染症対策地方創

生臨時交付金の関係分が、新規事業としまして水産加工業の業績悪化に対する支援として

１,５５０万円を追加。放課後健全育成事業が、児童福祉施設等感染症対策事業費補助金

の対象となったことで、財源の組替えとしまして２１０万円の減額。ＧＩＧＡスクール構
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想に向けたＩＣＴ環境整備事業が、入札減による事業費の確定で２３３万９,０００円の

減額となり、合わせて１,１０６万１,０００円の追加であります。子育てのための施設等

利用給付交付金が幼稚園預かり利用者の減少により４１万円の減額。新型コロナウイルス

ワクチン接種体制の構築に向けた経費が、国からの補助金として１,６５５万８,０００円

の追加。社会資本整備総合交付金につきましては、町営住宅長寿命化事業費２７２万８,

０００円の減額と橋りょう長寿命化事業費１,１７８万６,０００円の減額であり、それぞ

れ交付金の額の確定によるものでございます。さらに、ＧＩＧＡスクール構想における学

校機器購入費が公立学校情報機器整備費補助金の対象となったことで６０万２,０００円

を追加。ＩＣＴ環境整備事業入札減に伴い、情報通信ネットワーク環境整備補助金につき

ましても４７０万１,０００円が減額となります。道の駅駐車場拡充整備事業の補助金額

が増額で３万３,０００円の追加となります。 

 ３項国庫委託金８万８,０００円を追加し、２６３万９,０００円。国民年金法施行令等

の改正に関わるシステム改修に対して、国からの委託金であります。 

 １６款道支出金１５２万５,０００円を追加し、１億６,５７１万１,０００円。 

 １項道負担金１２４万１,０００円を追加し、８,１４４万３,０００円。内容につきま

しては、令和２年度の後期高齢者医療保険基盤安定負担金の額の確定により、７７万２,

０００円の減額。また、国庫負担金同様、児童手当の事業費確定で４２万２,０００円の

減額。障がい者介護・訓練等給付費負担金につきましても、国庫負担金同様、新規の施設

入所者１名が増えたことで２４３万５,０００円の追加となっております。 

 ２項道補助金２８万４,０００円を追加し、７,３３０万９,０００円。内容につきまし

ては、移住促進事業などの中止により、地域づくり交付金が１５０万円の減額。幼稚園預

かり利用者の減少で、子育てのための施設等利用給付交付金が７６万円の減額。これはい

ずれも新型コロナウイルスの影響によるものでございます。町内の放課後健全育成事業の

経費が児童福祉施設等感染症対策支援事業補助金の対象となったことで２１０万円の追

加。また、羅臼漁協が事業主体の水産資源増大対策事業が１３０万円追加。管内教育旅行

誘致推進事業が２５万円追加。これらは、それぞれ交付決定によるものでございます。給

食センター整備事業の入札減により１１０万６,０００円が減額で、これら合わせて道補

助金が２８万４,０００円追加となっております。 

 １８款１項寄附金１００万円を追加し、５億４９５万円でありますが、個人１名からの

善意の御寄附をいただいたものでございます。 

 １９款繰入金１項基金繰入金３,９８７万３,０００円を減額し、３億３,５４８万円。

内容につきましては２件ありますが、１件目は羅臼幼稚園屋根改修工事の入札減による事

業費確定で、文教施設整備基金から１２１万円の減額。２件目は町営住宅長寿命化工事が

２,９５４万円、老人福祉施設屋根改修工事が１１４万円、道の駅駐車場拡充整備工事が

７９８万３,０００円ですが、いずれも事業費確定による減額で、合計３,８６６万３,０

００円を公共施設整備基金繰入金から減額するものでございます。 
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 ２１款諸収入６３４万１,０００円を減額し、８,１９６万２,０００円。 

 ３項雑入６３４万１,０００円を減額し、７,８４８万５,０００円。内容につきまして

は、温泉設備改修基本計画策定業務が二酸化炭素排出抑制対策事業の補助金採択を受けた

ことで８７４万５,０００円の追加と、テレビ中継局関連工事の入札減など事業費確定に

よりデジタル混信対策事業費助成金１,５０８万６,０００円の減額となっております。 

 ２２款１項町債１,５５０万円を減額し、１０億５,１０２万９,０００円であります。

内容につきましては、防災行政無線デジタル化整備事業債１８０万円の減額。じん芥収集

車更新事業債９０万円の減額。橋りょう長寿命化事業債７１０万円の減額。給食センター

備品更新事業債１９０万円の減額。学校ネットワーク環境整備事業債３８０万円の減額で

ありますが、いずれも入札減など事業費確定によるものでございます。 

 歳入合計６,２２４万３,０００円を減額し、６１億９,２６７万３,０００円となるもの

でございます。 

 ３ページをお願いいたします。 

 歳出でございます。 

 １款１項議会費１２０万円を減額し、３,３６９万６,０００円。新型コロナウイルスの

影響により、各種会議が中止になったことによる旅費の減額であります。 

 ２款総務費５,０７８万２,０００円を減額し、２０億３,２２８万８,０００円。 

 １項総務管理費４,８６４万円を減額し、１９億４,５２５万６,０００円。内容としま

しては、まず新型コロナウイルスの影響によるものでありますけれども、職員研修旅費の

減額が１８０万円、北方領土交流事業や北方領土の啓発事業で８万９,０００円の減額、

地域振興や移住促進事業に要する経費４１９万８,０００円の減額、公用車に要する燃料

費７５万９,０００円の減額でありますが、これらはいずれもコロナウイルスの影響によ

り事業が実施できなかったものや研修会会議などの中止によるものでございます。さらに

コロナウイルスの影響により、阿寒バスの釧路羅臼線バス利用者人員が減少したことによ

り幹線市町が減収分を負担することになっており、当町の負担金として７９４万８,００

０円の追加となっております。全国民に対して１０万円を支給した特別定額給付事業は事

業費確定により８２５万３,０００円の減額であります。次に、テレビ中継局の工事費１,

５０８万６,０００円の減額、町営住宅長寿命化事業工事費など２,７２３万２,０００円

の減額、公用車リース料１７万１,０００円の減額、いずれも入札減などによる事業費の

確定でございます。また、個人１件の方から１００万円の善意の寄附をいただき、国民健

康保険診療所基金へ積み立てるものでございます。 

 ２項徴税費５１万円を追加し、９９３万５,０００円。地方税法の改正に伴う固定資産

税システム改修費の負担金であります。 

 ６項監査委員費７９万３,０００円を減額し、１１２万１,０００円。コロナウイルスの

影響による出張旅費の減額となっております。 

 ７項防災費１８５万９,０００円を減額し、４,９５３万１,０００円につきましては防
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災行政無線デジタル化整備事業に伴う実施設計の入札減による事業費の確定でございま

す。 

 ３款民生費４３０万３,０００円を追加し、５億１,５４９万円。 

 １項社会福祉費７５７万円を追加し、４億３,２５３万４,０００円。内容につきまして

は、老人福祉センター屋根の改修工事が１１４万円の減額で、入札減によるものでありま

す。また、障がい者自立支援事業に要する経費で９７４万１,０００円の追加であります

が、新規入所者１名が増えたことや、利用サービスの増加によるものでございます。さら

に後期高齢者医療事業特別会計操出金が１０３万１,０００円減額でありますが、令和２

年度の基金安定負担金の交付額が決定したことによるものでございます。 

 ２項児童福祉費３５５万５,０００円を減額し、８,２７２万４,０００円。児童手当の

事業費確定によるものであります。 

 ３項国民年金事務取扱費８万８,０００円を追加し、２３万２,０００円。地方税法の改

正に伴う国民年金システムの改修費でございます。 

 ４款衛生費３７２万５,０００円を追加し、７億２,３０６万７,０００円。 

 １項保健衛生費４４１万３,０００円を追加し、３億１,８１７万５,０００円。この内

容につきましては、高齢者インフルエンザ予防接種について新型コロナ地方創生臨時交付

金を充当したことで１７０万３,０００円を減額。また、新型コロナウイルスワクチン接

種に要する経費としまして１,６５５万８,０００円の追加でありますが、全額国からの補

助金での対応となります。国民健康保険診療所事業特別会計繰出金が１,０５４万１,００

０円の減額でありますけれども、診療所に対する特別調整交付金の増額が確定されたこと

によるものでございます。さらに、令和元年度の未熟児療育医療費国庫負担金の確定によ

り、返還金の発生が生じることで９万９,０００円の追加となっております。 

 ３項清掃費６８万８,０００円を減額し、３億９,８７５万１,０００円。じん芥収集車

の入札減による需用費の確定となっております。 

 ５款農林水産業費１１６万円を追加し、７,７５３万円。 

 ３項水産業費１１６万円を追加し、５,０６０万７,０００円。これにつきましては、羅

臼漁協が事業主体で進めておりますウニやナマコの資源増大対策事業と、タコの産卵床設

置事業に対する補助金の交付決定によるものでございます。 

 ６款１項商工費３３８万３,０００円を追加し、２億５,５５４万３,０００円につきま

しては、道の駅駐車場整備工事に伴う入札減で７９５万円の減額。また、観光推進を図る

地域おこし協力隊員２名の採用を計画しておりましたけれども、１名のみの採用となった

ため、１名分の４１６万７,０００円の減額。新型コロナウイルス、あるいは首都圏等の

緊急事態宣言の影響に伴い、経済活動の輸出入の停滞など消費の落ち込みにより町内にお

ける水産加工業の業績が悪化していることから、水産加工業者への給付金の支援として

１,５５０万円の追加となっております。 

 ７款土木費４９６万３,０００円を減額し、３億４,８１０万２,０００円。 
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 ２項道路橋りょう費４９６万３,０００円を減額し、３億４,６７９万３,０００円。こ

の内容につきましては、橋りょう長寿命化公住橋修繕工事の事業費確定で１,８９６万３,

０００円の減額。また、除雪費の不足額が生じるおそれがあることから１,４００万円の

追加となっております。 

 ８款教育費１,７８６万９,０００円を減額し、１０億１,２０１万４,０００円。 

 １項教育総務費１,１４７万９,０００円を減額し、１億４,０７９万５,０００円。新型

コロナウイルスの影響に関するものにつきましては、海外との往来が停止になったことで

英語指導助手の採用ができずに２９５万円の減額と、中高一貫教育推進事業の海外研修７

５万円の減額。さらに、感染防止対策としてコーディネーショントレーニングを中止して

おりまして１０７万円の減額。また、学校ＩＣＴ環境整備事業の入札減による事業費の確

定として６７０万９,０００円が減額となっております。 

 ４項幼稚園費１２１万円を減額し、３,１５６万４,０００円。これにつきましては、羅

臼幼稚園の屋根改修工事に伴う入札減による事業費の確定でございます。 

 ５項社会教育費２４４万４,０００円を減額し、３,３０９万４,０００円につきまして

は、青年の視察研修及び高校生の創作料理プロジェクト６８万６,０００円の減額、文化

協会や知床いぶき樽保存会の記念事業費１７５万８,０００円の減額、これは新型コロナ

の感染防止対策として事業を中止したものによるものでございます。 

 ６項保健体育費２７３万６,０００円を減額し、７億３,５１７万９,０００円。この内

容につきましては、国後眺望駅伝大会と管内スポーツ交歓大会が新型コロナの感染防止対

策として中止となったことで４５万円が減額。また、町民体育館の工事期間内の電気基本

料１７０万円の減額。さらに、給食センターの各種機器の更新工事に伴う入札減による事

業費の確定で５８万６,０００円が減額となっております。 

 歳出合計６,２２４万３,０００円を減額し、６１億９,２６７万３,０００円となるもの

でございます。 

 次に、５ページをお願いいたします。 

 第２表、繰越明許費でございます。 

 令和２年度予算を令和３年度へ繰り越す事業であります。 

 ４款衛生費１項保健衛生費、事業名、新型コロナウイルスワクチン接種事業費、金額

１,８８６万８,０００円。新型コロナワクチン接種が、今年度の実施が見込めないことか

ら繰り越すものでございます。 

 ８款教育費６項保健体育費、事業名、町民体育館改修工事監理委託費、金額４８８万

４,０００円。町民体育館改修工事、金額３億５,７１１万６,０００円。当初想定してお

りましたアスベスト除去面積が拡大したことで、新型コロナウイルス感染症の影響による

人員確保の減少など、様々な影響によりまして工期の延長を行う必要となったことによる

ものでございます。 

 第３表、地方債補正でございます。 
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 １、変更でありますが、５件あります。いずれも入札減などによる事業費の確定に伴う

限度額の変更でございます。 

 １件目、起債の目的、防災行政無線デジタル化整備事業債、限度額９７０万円を７９０

万円へ変更。２件目、起債の目的、じん芥収集車更新事業債、限度額１,８２０万円を１,

７３０万円へ変更。３件目、起債の目的、橋りょう長寿命化事業債、限度額２,１１０万

円を１,４００万円へ変更。４件目、起債の目的、学校ネットワーク環境整備事業債、限

度額１,０８０万円を７００万円へ変更。５件目、起債の目的、給食センター備品更新事

業債、限度額１,０４０万円を８５０万円へ変更であります。 

 なお、起債の方法、利率、償還の方法についての変更はございません。 

 以上でございますが、事項別明細書を別冊資料として配付させていただいておりますの

で、御参照いただきますようよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（佐藤 晶君） 提案理由の説明が終わりましたので、提案説明に対しての質問を

許します。質問ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（佐藤 晶君） これで、質問を終わります。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第６ 議案第４号 令和２年度目梨郡羅臼町国民健康保険事 

業特別会計補正予算 

──────────────────────────────────── 

○議長（佐藤 晶君） 日程第６ 議案第４号令和２年度目梨郡羅臼町国民健康保険事業

特別会計補正予算を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 保健・国保担当課長。 

○保健・国保担当課長（洲崎久代君） 議案の６ページをお願いします。 

 議案第４号令和２年度目梨郡羅臼町国民健康保険事業特別会計補正予算。 

 令和２年度目梨郡羅臼町の国民健康保険事業特別会計補正予算は、次に定めるところに

よる。 

 第１条は、歳入歳出予算の補正でございます。 

 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１,４８１万８,０００円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ１０億７,４２６万１,０００円とする。 

 ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 ７ページをお願いします。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 歳入でございます。 



― 12 ― 

 １款１項国民健康保険税から１,３５５万６,０００円を減額し、３億２,０１０万４,０

００円。内容としましては、新型コロナウイルス感染症の影響による令和２年度の国保税

減免額を試算した結果、国保税全体で２,２９３万７,０００円の減額が見込まれたため、

９月補正分９３７万１,０００円を差し引いた１,３５５万６,０００円の減額補正を行う

ものでございます。 

 ４款道支出金１,２６４万１,０００円を追加し、６億５,５１６万９,０００円。 

 １項道補助金１,２６４万１,０００円を追加し、６億５,５１６万８,０００円。内容と

しましては、新型コロナウイルス感染症の影響により、診療間隔が延びたことにより１人

１回当たりの診療費が増えたため、高額療養費に不足が生じる見込みとなったことによる

もの及び診療所の運営に対して認められる特別調整交付金が当初の見込みを上回ったこと

による増額補正でございます。 

 続きまして、６款繰入金１,５７３万３,０００円を追加し、７,３６０万６,０００円。 

 ２項基金繰入金に１,５７３万３,０００円を追加し、１,７４０万５,０００円。内容と

しましては４点ございまして、１点目は、先ほど御説明いたしました新型コロナウイルス

感染症の影響による令和２年度国民健康保険税の減免の財源分。２点目は、特別調整交付

基準改正に伴うシステム改修費分。３点目については、新型コロナウイルス感染症の影響

による過年度分国保税の減免分の財源として。４点目は、令和元年度国保特定健診・特定

保健指導負担金の確定による返還金の財源分として、合計１,５７３万３,０００円を財政

調整基金に求めるものでございます。 

 歳入合計１,４８１万８,０００円を追加し、１０億７,４２６万１,０００円とするもの

でございます。 

 ８ページをお願いします。 

 歳出でございます。 

 １款総務費２万８,０００円を追加し、３,０７０万３,０００円。 

 １項総務管理費２万８,０００円を追加し、２,６７０万５,０００円。内容としまして

は、国保特別交付金交付基準の一部改正の対応に伴い、国保事業状況報告システムクラウ

ド参加市町村のシステム改修などを北海道国保連合会にて一括実施することによる共同電

算処理委託料の増額補正でございます。 

 続きまして、２款保険給付費２１０万円を追加し、５億２,５６４万７,０００円。 

 １項高額療養費２１０万円を追加し、６,５１０万３,０００円。内容としましては、歳

出でも御説明いたしました新型コロナウイルス感染症の影響による高額療養費該当者の増

加によるものでございます。 

 続きまして、８款諸支出金に１,２６９万円を追加し、９,４０５万円。 

 １項償還金及び還付加算金２１４万９,０００円を追加し、５６６万円。内容としまし

ては、新型コロナウイルス感染症の影響による減免基準を満たした被保険者の令和元年度

分の国保税の減免分及び令和元年度特定健診・保健指導国庫負担金及び道負担金が確定し
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たことにより、特定健診審査等負担金償還金の追加分でございます。 

 ２項繰出金１,０５４万１,０００円を追加し、８,８３８万９,０００円。僻地直営診療

所の運営費に対して交付される特別調整交付金が予算額より交付見込額が上回ったため、

国民健康保険診療所事業特別会計繰出金に追加するものでございます。 

 以上、歳出合計１,４８１万８,０００円を追加し、１０億７,４２６万１,０００円とす

るものでございます。 

 なお、この補正予算につきましては、去る３月１日開催の令和３年第１回羅臼町の国民

健康保険事業の運営に関する協議会に諮問し、原案のとおり答申をいただいてるものでご

ざいますことを報告させていただきます。 

 また、事項別明細書につきましては、別冊資料３７ページから４４ページに掲載してお

りますので、後ほどお目通し願います。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（佐藤 晶君） 提案理由の説明が終わりましたので、提案説明に対しての質問を

許します。質問ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（佐藤 晶君） これで、質問を終わります。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第７ 議案第５号 令和２年度目梨郡羅臼町後期高齢者医療 

事業特別会計補正予算 

──────────────────────────────────── 

○議長（佐藤 晶君） 日程第７ 議案第５号令和２年度目梨郡羅臼町後期高齢者医療事

業特別会計補正予算を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 保健・国保担当課長。 

○保健・国保担当課長（洲崎久代君） 議案の９ページをお願いします。 

 議案第５号令和２年度目梨郡羅臼町後期高齢者医療事業特別会計補正予算。 

 令和２年度目梨郡羅臼町の後期高齢者医療事業特別会計補正予算は、次に定めるところ

による。 

 第１条は、歳入歳出予算の補正でございます。 

 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ８万８,０００円を減額し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ７,３１８万２,０００円とする。 

 ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １０ページをお願いいたします。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 歳入でございます。 
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 １款１項後期高齢者医療保険料に９１万５,０００円を追加し、５,３０６万９,０００

円。収入見込額を精査した結果、保険料が増収見込みとなったことによるものでございま

す。 

 ３款繰入金１項他会計繰入金１０３万１,０００円を減額し、１,９８４万円。令和元年

度広域連合事務費負担金が確定したことによるものでございます。 

 ５款諸収入２０万４,０００円を追加し、２５万５,０００円。 

 ２項雑入２０万４,０００円を追加し、２５万４,０００円。令和元年度年金特徴還付対

象者の還付額が発生したことにより、広域連合から補塡されるものでございます。 

 歳入合計８万８,０００円を追加し、７,３１８万２,０００円とするものでございま

す。 

 １１ページをお願いいたします。 

 歳出です。 

 ２款１項後期高齢者医療広域連合納付金１１万６,０００円を減額し、７,０９８万４,

０００円。実行予算時に収入見込額を精査した結果、保険料が増収分となったことによる

増額及び令和２年度基盤安定負担金が確定したことによる減額補正でございます。 

 ３款諸支出金２０万４,０００円を追加し、２５万５,０００円。 

 １項償還金及び還付加算金２０万４,０００円を追加し、２５万５,０００円。令和元年

度年金特徴還付対象者の還付額の確定による増額補正でございます。 

 歳出合計８万８,０００円を追加し、７,３１８万２,０００円とするものでございま

す。 

 また、事項別明細書につきましては、別冊資料４０ページから５０ページに掲載してお

りますので、後ほどお目通し願います。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（佐藤 晶君） 提案理由の説明が終わりましたので、提案説明に対しての質問を

許します。質問ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（佐藤 晶君） これで、質問を終わります。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第８ 議案第６号 令和２年度目梨郡羅臼町国民健康 

保険診療所事業特別会計補正予算 

──────────────────────────────────── 

○議長（佐藤 晶君） 日程第８ 議案第６号令和２年度目梨郡羅臼町国民健康保険診療

所事業特別会計補正予算を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（太田洋二君） 議案の１２ページをお願いいたします。 



― 15 ― 

 議案第６号令和２年度目梨郡羅臼町国民健康保険診療所事業特別会計補正予算でありま

す。 

 令和２年度目梨郡羅臼町の国民健康保険診療所事業特別会計補正予算は、次に定めると

ころによる。 

 第１条は、歳入歳出予算の補正であります。 

 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」によるものであります。 

 １３ページをお願いいたします。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 歳入です。 

 ２款繰入金１項他会計繰入金、増減はなく１億９,９５２万８,０００円です。今回の補

正予算につきましては、歳入内訳の変更であります。国民健康保険事業におきまして、毎

年知床らうす国民健康保険診療所の運営に対して特別調整交付金が交付されております

が、この特別調整交付金の額が増額となったことから、国保会計からの繰入金を１,０５

４万１,０００円増額し、一般会計からの繰入金を同額減額するものでございます。歳入

歳出ともに合計額に変更はございません。 

 なお、事項別の明細につきましては、別冊資料の５１ページから５４ページに掲載して

おりますので、後ほどお目通しを願います。 

 以上でございますが、この補正予算につきましては、３月１日開催の令和３年第１回羅

臼町の国民健康保険事業の運営に関する協議会におきまして、原案のとおり了承いただい

ておりますことを御報告させていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（佐藤 晶君） 提案理由の説明が終わりましたので、提案説明に対しての質問を

許します。質問ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（佐藤 晶君） これで、質問を終わります。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第９ 議案第１３号 羅臼町議会議員及び羅臼町長の選挙に 

おける選挙運動の公費負担に関する条 

例制定について 

──────────────────────────────────── 

○議長（佐藤 晶君） 日程第９ 議案第１３号羅臼町議会議員及び羅臼町長の選挙にお

ける選挙運動の公費負担に関する条例制定についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（本見泰敬君） 議案の４１ページをお願いいたします。 

 議案第１３号羅臼町議会議員及び羅臼町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する
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条例制定について。 

 羅臼町議会議員及び羅臼町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例を別紙の

とおり制定する。 

 ４２ページをお願いいたします。 

 羅臼町議会議員及び羅臼町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例でござい

ます。 

 制定いたします条文につきましては、４２ページから４５ページに記載をしております

が、制定内容等につきましては、参考資料３３ページの資料２５、本条例の概要にて説明

をさせていただきたいと存じますので、特段の御配慮をお願いいたします。 

 それでは、参考資料の３３ページをお願いいたします。 

 まず初めに、１の制定理由であります。 

 本条例は、公職選挙法の一部を改正する法律が令和２年１２月１２日より施行されたこ

とから、新たに、「羅臼町議会議員及び羅臼町長の選挙における選挙運動の公費負担に関

する条例」の制定を行うものであります。 

 趣旨といたしましては、人口が減少する中で、様々な地域社会の課題について民主的に

合意形成を進めていく地方議会の役割は重要でありますが、一方で地方議会に対する住民

の関心は低下しており、人口減少・高齢化と相まって、地方議会の議員のなり手不足が深

刻化しております。 

 そこで、町村の選挙における立候補の環境を改善するため、これまで都道府県及び市を

対象としておりました選挙公営を町村にも同様に拡大し、町村議会議員選挙においてもビ

ラ頒布を解禁するとともに、選挙公営の対象拡大に伴う措置として供託金制度を導入する

ことを目的として、公職選挙法の一部を改正する法律が制定されたところであります。 

 このことにより、羅臼町議会議員選挙及び羅臼町長選挙においても選挙運動用自動車の

使用、選挙運動用ビラの作成及び選挙運動用ポスターの作成を対象とした選挙公営の拡大

を図るため、当該選挙に係る選挙運動の公費負担に関する条例を制定するものでありま

す。 

 続きまして、２の制定内容についてであります。 

 第１条は、趣旨です。 

 公職選挙法の規定に基づき羅臼町議会議員及び羅臼町長の選挙における選挙運動用自動

車の使用、選挙運動用ビラの作成及び選挙運動用ポスターの作成の公費負担に関し必要な

事項を定めるものであります。 

 第２条は、選挙運動用自動車の使用の公費負担です。 

 公職選挙法施行令に定める額である６万４,５００円に選挙運動期間の日数を乗じて得

た金額の範囲内で、法に規定する供託物没収とならない限り選挙運動用自動車を無料で使

用することができるものであります。 

 なお、選挙運動期間を乗じる日数については、当該選挙が無投票となった場合は、告示
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日のみとなるものであります。 

 ３４ページをお願いいたします。 

 第３条は、選挙運動用自動車の使用の契約締結の届出です。 

 選挙運動用自動車の選挙公営制度を利用するに当たり、候補者が一般乗用旅客自動車運

送事業者や、その他の者との間で有償契約を締結すること及び羅臼町選挙管理委員会に対

して所定の届出をする必要があること、第４条第２項に規定する選挙運動用自動車の借入

れ、燃料の供給及び運転手の雇用をそれぞれ個別に契約する場合は、相手方が候補者と生

計を一にする親族であるときは、その者が業として行うもの以外の場合は公費負担の対象

とならないことを定めるものであります。 

 参考として記載しておりますが、選挙運動用自動車の使用の公費負担は、一般乗用旅客

自動車運送事業者との有償契約によるか、個別契約によるか、いずれかの方式となるもの

であります。 

 第４条は、選挙運動用自動車の使用の公費負担額及び支払手続です。 

 候補者が選挙運動用自動車の選挙公営制度を利用するに当たり、契約の区分ごとに公費

負担額を定め、各事業者からの請求に基づいて町から各事業者等に対し支払うことを定め

るものであります。 

 第１号では、一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約である場合、タクシーやハイ

ヤー貸切などの選挙運動用自動車の使用された各日について、同一の日につき自動車１台

とし、施行令に定める額である１日当たり６万４,５００円を上限として、選挙運動期間

中に使用した合計金額となります。選挙の上限額は、６万４,５００円に５日間を乗じて

３２万２,５００円とするものです。 

 第２号では、一般運送契約以外の契約（個別契約）の場合で、アの選挙運動用自動車の

借入れ契約では、レンタカーなどの選挙運動用自動車の使用された各日について、同一の

日につき１台とし、施行令に定める額である１日当たり１万５,８００円を上限として、

選挙運動期間中に使用した合計金額となります。請求の上限額は、１万５,８００円に５

日間を乗じて７万９,０００円とするものです。 

 ３５ページになります。 

 イの選挙運動用自動車の燃料の供給に関する契約では、選挙運動用自動車に供給した燃

料の代金として、施行令に定める額である１日当たり７,５６０円に選挙運動期間の日数

を乗じて得た金額を上限として、選挙運動期間中に使用した合計金額となります。請求の

上限額は、７,５６０円に５日間を乗じて３万７,８００円とするものです。なお、選挙運

動用自動車に給油した燃料代が公費負担の対象となり、公費負担額は給油した燃料代の総

額と請求の上限額を比較していずれか低いほうの金額となるものです。 

 ウの選挙運動用自動車の運転手の雇用に関する契約では、選挙運動用自動車の運転業務

に従事した各日について、同一の日につき運転手１人とし、施行令に定める額である１日

当たり１万２,５００円を上限として、選挙運動期間中に従事した合計金額となります。
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請求の上限額は、１万２,５００円に５日間を乗じて６万２,５００円とするものです。 

 第５条は、選挙運動用自動車の使用の契約です。 

 選挙運動用自動車の使用に関し同一の日につきタクシーやハイヤー貸切などの一般運送

契約と、レンタカー借上げなどによる場合の一般運送契約以外の個別契約の両方が締結さ

れている場合には、候補者が指定するいずれか一方の契約が締結されているものとみなさ

れ、両方の制度を同一の日に利用することができないことを定めるものであります。 

 第６条は、選挙運動用ビラの作成の公費負担です。 

 第８条に定める金額の範囲内で、法に規定する供託物没収とならない限り選挙運動用ビ

ラを無料で作成することができることを定めるものであります。 

 第７条は、選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出です。 

 選挙運動用ビラ作成の選挙公営制度を利用するに当たり、候補者が作成業者との間で有

償契約を締結すること及び委員会に対して所定の届出をする必要があることを定めるもの

であります。 

 第８条は、選挙運動用ビラの作成の公費負担額及び支払手続です。 

 ３６ページにまたぎますが、候補者が選挙運動用ビラの選挙公営制度を利用するに当た

り、公費負担額を定め、作成業者からの請求に基づいて町から作成業者に対し支払うこと

を定めるものであります。なお、ビラの作成について、施行令に定める額である１枚当た

り７円５１銭を上限として、これに法に定めるビラの上限枚数を乗じて得た金額の範囲内

となるものです。請求の上限額は、羅臼町議会議員選挙の場合、７円５１銭に法で定める

上限枚数１,６００枚を乗じて１万２,０１６円。羅臼町長選挙の場合、７円５１銭に法で

定める上限枚数５,０００枚を乗じて３万７,５５０円とするものです。参考として、下段

に公費負担額の例、頒布できるビラの条件を掲載しておりますので、後ほどお目通し願い

ます。 

 第９条は、選挙運動用ポスターの作成の公費負担です。 

 第１１条に定める金額の範囲内で、法に規定する供託物没収とならない限りポスター掲

示場に掲示する選挙運動用ポスターを無料で作成することができることを定めるもので

す。 

 第１０条は、選挙運動用ポスターの作成の契約締結の届出です。 

 選挙運動用ポスター作成の選挙公営制度を利用するに当たり、候補者が作成業者との間

で有償契約を締結すること及び委員会に対して所定の届出をする必要があることを定める

ものであります。 

 ３７ページになります。 

 第１１条は、選挙運動用ポスターの作成の公費負担額及び支払手続です。 

 候補者が選挙運動用ポスターの選挙公営制度を利用するに当たり、公費負担額を定め、

作成業者からの請求に基づいて町から作成業者に対し支払うことを定めるものでありま

す。なお、ポスター作成について、施行令に定める１枚当たりの単価を上限として、これ
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に上限枚数を乗じて得た金額の範囲内となるものです。請求の上限額は、１枚当たりの単

価１万２２９円にポスター掲示場の数に２を乗じて得た数の６４枚を乗じて６５万４,６

５６円とするものです。参考として、下段に公費負担額の例、掲示場に掲示できる選挙運

動用ポスターの条件を掲載しておりますので、後ほどお目通し願います。 

 第１２条は、委任です。 

 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定めるものであります。 

 附則で、第１項は施行期日でありますが、この条例は、公布の日から施行するものであ

ります。 

 第２項は適用区分で、この条例は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙

について適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙について

は、なお従前の例によるものであります。 

 以上でございますが、趣旨御理解いただきまして御審議賜りますよう、よろしくお願い

いたします。 

○議長（佐藤 晶君） 提案理由の説明が終わりましたので、提案説明に対しての質問を

許します。質問ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（佐藤 晶君） これで、質問を終わります。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１０ 議案第１４号 羅臼町議会議員の選挙におけるポス 

ター掲示場の設置に関する条例の一 

部を改正する条例制定について 

──────────────────────────────────── 

○議長（佐藤 晶君） 日程第１０ 議案第１４号羅臼町議会議員の選挙におけるポス

ター掲示場の設置に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（本見泰敬君） 議案の４６ページをお願いいたします。 

 議案第１４号羅臼町議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例の一部

を改正する条例制定について。 

 羅臼町議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例の一部を改正する条

例を別紙のとおり制定する。 

 ４７ページをお願いいたします。 

 羅臼町議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例の一部を改正する条

例でございます。 

 改正理由であります。 

 公職選挙法の一部改正により選挙公営の拡大が図られ、先ほど議案第１３号において上
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程しております公費負担条例の制定に併せて、候補者の公平性を図る観点から本条例の一

部を改正し、これまで設けておりませんでした羅臼町長選挙に係るポスター掲示場を設け

うるよう改めるものであります。 

 改正条文であります。 

 羅臼町議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例の一部を次のように

改正する。 

 題名を次のように改める。 

 羅臼町選挙ポスター掲示場の設置に関する条例。 

 第１条中「羅臼町議会議員」の次に「及び羅臼町長」を加える。 

 第２条第１項中「羅臼町議会議員」の次に「及び羅臼町長」を加える。 

 附則として、この条例は、公布の日から施行するものであります。 

 以上でございますが、参考資料３８ページ、資料２６に本条例改正の概要、続きまして

３９ページ、資料２７に新旧対照表を掲載しておりますので、後ほどお目通し願います。 

 以上でございますが、趣旨御理解いただきまして御審議賜りますよう、よろしくお願い

いたします。 

○議長（佐藤 晶君） 提案理由の説明が終わりましたので、提案説明に対しての質問を

許します。質問ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（佐藤 晶君） これで、質問を終わります。 

 ここで、午前１１時１５分まで休憩いたします。１１時１５分から再開をいたします。 

午前１１時０３分 休憩 

────────────── 

午前１１時１５分 再開 

○議長（佐藤 晶君） 再開します。 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１１ 議案第１５号 重度心身障害者及びひとり親家庭等 

の医療費の助成に関する条例の一部 

を改正する条例制定について 

──────────────────────────────────── 

○議長（佐藤 晶君） 日程第１１ 議案第１５号重度心身障害者及びひとり親家庭等の

医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 保健・国保担当課長。 

○保健・国保担当課長（洲崎久代君） 議案の４８ページをお願いします。 

 議案第１５号重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を
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改正する条例制定について。 

 重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例

を別紙のとおり制定する。 

 ４９ページをお願いいたします。 

 重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条

例。 

 重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を次のように改

正する。 

 今回の改正理由でございますが、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健

康保険法等の一部を改正する法律の一部が昨年１０月１日に施行されたことに伴い、個人

番号カード、いわゆるマイナンバーカードのＩＣチップなどによるオンラインでの医療保

険の資格確認の導入が開始されることとなったため、所要の改正を行うものでございま

す。 

 改正条文でございます。 

 第７条中「被保険者証又は組合員証及び」を「医療保険各法の規定による電子資格確認

等により被保険者であることの確認を受けた上、」に改め、「（老人保健法による医療給

付の対象者は併せて健康手帳）」を削る。 

 附則。 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 なお、参考資料４０ページに本条例の概要、４１ページに新旧対照表を掲載しておりま

すので、後ほどお目通し願います。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（佐藤 晶君） 提案理由の説明が終わりましたので、提案説明に対しての質問を

許します。質問ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（佐藤 晶君） これで、質問を終わります。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１２ 議案第１７号 羅臼町指定介護予防支援等に関する 

条例の一部を改正する条例制定につ 

いて 

──────────────────────────────────── 

○議長（佐藤 晶君） 日程第１２ 議案第１７号羅臼町指定介護予防支援等に関する条

例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 福祉・介護担当課長。 

○福祉・介護担当課長（福田一輝君） 議案の５２ページをお願いいたします。 
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 議案第１７号羅臼町指定介護予防支援等に関する条例の一部を改正する条例制定につい

て。 

 羅臼町指定介護予防支援等に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 ５３ページをお願いいたします。 

 羅臼町指定介護予防支援等に関する条例の一部を改正する条例。 

 羅臼町指定介護予防支援等に関する条例の一部を次のように改正する。 

 改正の内容につきましては、参考資料で御説明いたしますので、参考資料の４４ペー

ジ、資料３２を御参照ください。 

 改正の理由及び内容であります。 

 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令

の公布に伴い、令和３年４月１日から各条項の追加及び変更を行うものでございます。 

 改正条項の概要でございます。 

 第２条、基本方針から第３５条、電磁的記録等までの間で、主に追加及び変更されるも

のに関しましては、利用者の権利擁護、虐待防止のための体制整備の規定、介護従事者に

係る就業環境の規定、非常時に早期の業務再開を図るための業務継続計画の規定、テレビ

電話装置等を活用した委員会等の開催や感染症予防・蔓延防止のための研修及び訓練を実

施する規定、書類の保存方法や交付方法について書面に代えて電磁的方法にて保存・交付

が可能となる規定などでございます。 

 附則といたしまして、この条例は、令和３年４月１日から施行するものでございます。 

 なお、参考資料の４６ページから５１ページ、資料３３にて、羅臼町指定介護予防支援

等に関する条例の一部改正新旧対照表を添付しておりますので、後ほどお目通し願いま

す。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（佐藤 晶君） 提案理由の説明が終わりましたので、説明に対しての質問を許し

ます。質問ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（佐藤 晶君） これで、質問を終わります。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１３ 議案第１８号 羅臼町介護保険法に基づく指定地域 

密着型サービスの事業の人員、設備 

及び運営に係る基準に関する条例の 

一部を改正する条例制定について 

──────────────────────────────────── 

○議長（佐藤 晶君） 日程第１３ 議案第１８号羅臼町介護保険法に基づく指定地域密

着型サービスの事業の人員、設備及び運営に係る基準に関する条例の一部を改正する条例

制定についてを議題といたします。 
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 提案理由の説明を求めます。 

 福祉・介護担当課長。 

○福祉・介護担当課長（福田一輝君） 議案の５７ページをお願いいたします。 

 議案第１８号羅臼町介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及

び運営に係る基準に関する条例の一部を改正する条例制定について。 

 羅臼町介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に係る

基準に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 ５８ページをお願いいたします。 

 羅臼町介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に係る

基準に関する条例の一部を改正する条例。 

 羅臼町介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に係る

基準に関する条例の一部を次のように改正する。 

 改正の内容につきましては、参考資料で御説明いたしますので、参考資料の５２ペー

ジ、資料３４を参照してください。 

 参考資料の５２ページ、資料３４になります。 

 改正の理由及び内容であります。 

 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令

の公布に伴い、下記条項について、令和３年４月１日から追加及び変更するものでござい

ます。 

 改正条項の概要でございます。 

 ５２ページの第３条、指定地域密着型サービスの事業の一般原則から５８ページ、第２

０３条、雑則までの条項で、主に追加されるものに関しましては、先ほどの説明と同様で

ございますが、利用者の権利擁護、虐待防止のための体制整備とともに従業員への研修等

の措置を講ずる規定、非常時に早期の業務再開を図るための業務継続計画の策定を図る規

定、テレビ電話装置等を活用した委員会等の開催や感染症予防・蔓延防止のための研修及

び訓練を実施する規定、運営規程や重要事項を自由に閲覧させることにより掲示に代える

ことができる規定、地域との連携を図る定義、書類の保存方法や交付方法について書面に

代えて電磁的方法にて保存・交付が可能となる規定などでございます。 

 また、変更されるものにつきましては、オペレーションセンター従業員の必要な数や訪

問介護員の員数についての規定、管理者の規定、共同生活住居の介護従業員の員数の定義

などでございます。 

 附則といたしまして、この条例は、令和３年４月１日から施行するものです。 

 なお、参考資料の５９ページから９７ページ、資料３５にて、羅臼町介護保険法に基づ

く指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に係る基準に関する条例の一部改

正新旧対照表を添付しておりますので、後ほどお目通し願います。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 
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○議長（佐藤 晶君） 提案理由の説明が終わりましたので、提案説明に対しての質問を

許します。質問ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（佐藤 晶君） これで、質問を終わります。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１４ 議案第１９号 羅臼町介護保険法に基づく指定地域 

密着型介護予防サービスの事業の人 

員、設備及び運営並びに指定地域密 

着型介護予防サービスに係る介護予 

防のための効果的な支援の方法に係 

る基準に関する条例の一部を改正す 

る条例制定について 

──────────────────────────────────── 

○議長（佐藤 晶君） 日程第１４ 議案第１９号羅臼町介護保険法に基づく指定地域密

着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービ

スに係る介護予防のための効果的な支援の方法に係る基準に関する条例の一部を改正する

条例制定についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 福祉・介護担当課長。 

○福祉・介護担当課長（福田一輝君） 議案の７３ページをお願いいたします。 

 議案第１９号羅臼町介護保険法に基づく指定地域密着型介護予防サービスの事業の人

員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的

な支援の方法に係る基準に関する条例の一部を改正する条例制定について。 

 羅臼町介護保険法に基づく指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運

営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に

係る基準に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 ７４ページをお願いいたします。 

 羅臼町介護保険法に基づく指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運

営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に

係る基準に関する条例の一部を改正する条例。 

 羅臼町介護保険法に基づく指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運

営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に

係る基準に関する条例の一部を次のように改正する。 

 改正の内容につきましては、参考資料で御説明いたしますので、参考資料の９８ペー

ジ、資料３６を参照してください。 

 改正の理由及び内容であります。 
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 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令

の公布に伴い、下記条項について、令和３年４月１日から追加及び変更するものでござい

ます。 

 改正条項でございます。 

 ９８ページ、第３条、指定地域密着型介護予防サービスの事業の一般原則から１０１

ページ、第１９条、雑則にかけまして、先ほどの１７号、１８号での御説明と同様になり

ますが、主に追加されるものに関しましては、利用者の権利擁護、虐待防止のための体制

整備とともに従業員への研修等の措置を講ずる規定、非常時に早期の業務再開を図るため

の業務継続計画の策定を図る規定、テレビ電話装置等を活用した委員会等の開催や感染症

予防・蔓延防止のための研修及び訓練を実施する規定、運営規程や重要事項を自由に閲覧

させることにより掲示に代えることができる規定、書類の保存方法や交付方法について書

面に代えて電磁的方法にて保存・交付が可能となる規定などでございます。 

 附則といたしまして、この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

 なお、参考資料の１０２ページから１１８ページ、資料３７に新旧対照表を添付してお

りますので、後ほどお目通し願います。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（佐藤 晶君） 提案理由の説明が終わりましたので、提案説明に対しての質問を

許します。質問ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（佐藤 晶君） これで、質問を終わります。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１５ 議案第２０号 羅臼町指定居宅介護支援事業者の指 

定に関し必要な事項並びに指定居宅 

介護支援等の事業の人員及び運営に 

関する基準を定める条例の一部を改 

正する条例制定について 

──────────────────────────────────── 

○議長（佐藤 晶君） 日程第１５ 議案第２０号羅臼町指定居宅介護支援事業者の指定

に関し必要な事項並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 福祉・介護担当課長。 

○福祉・介護担当課長（福田一輝君） 議案の８２ページをお願いいたします。 

 議案第２０号羅臼町指定居宅介護支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指定居宅介

護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定につ

いて。 
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 羅臼町指定居宅介護支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指定居宅介護支援等の事

業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定す

る。 

 ８３ページをお願いいたします。 

 羅臼町指定居宅介護支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指定居宅介護支援等の事

業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例。 

 羅臼町指定居宅介護支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指定居宅介護支援等の事

業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を次のように改正する。 

 改正の内容につきましては、参考資料で御説明いたしますので、参考資料の１１９ペー

ジ、資料３８を参照してください。 

 改正の理由及び内容であります。 

 介護保険法の改正に伴い、第５条第２項にただし書を新設し、「主任介護支援専門員の

確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合」には、管理者を主任介護支援専

門員とする要件の適用を猶予し、主任介護支援専門員ではない介護支援専門員を管理者と

することを可能とする改正を行うものでございます。 

 改正条項でございます。 

 第５条、管理者の第２項、「ただし、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等

やむを得ない理由がある場合には、介護支援専門員を第５条第１項に規定する管理者とす

ることができる。」ことが可能となるものでございます。 

 附則といたしまして、施行期日につきましては、この条例は、令和３年４月１日から施

行する。 

 経過措置といたしまして、第１項で、令和９年３月３１日までの間は第５条の規定によ

る改正後の指定居宅介護支援等基準第５条第２項の規定に関わらず、介護支援専門員を指

定居宅介護支援等基準第５条第１項に規定する管理者とすることができるとし、第２項

で、令和３年４月１日以後における前項の規定の適用については、前項中「、第５条」と

あるのは「令和３年３月３１日までに介護保険法第４６条第１項の指定を受けている事業

所については、第５条」と、「介護支援専門員を指定居宅介護支援等基準第５条第１項に

規定する」とあるのは「引き続き、令和３年３月３１日における管理者である介護支援専

門員を」とする。 

 なお、参考資料の１２０ページ、資料３９に新旧対照表を添付しておりますので、後ほ

どお目通し願います。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（佐藤 晶君） 提案理由の説明が終わりましたので、提案説明に対しての質問を

許します。質問ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（佐藤 晶君） これで、質問を終わります。 
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──────────────────────────────────── 

◎日程第１６ 議案第２１号 町道路線の廃止及び認定について 

──────────────────────────────────── 

○議長（佐藤 晶君） 日程第１６ 議案第２１号町道路線の廃止及び認定についてを議

題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 建設水道課長。 

○建設水道課長（佐野健二君） 議案８４ページをお開き願います。 

 議案第２１号町道路線の廃止及び認定についてでございます。 

 道路法第１０条第３項及び同法第８条第２項の規定により、次の町道路線の廃止及び認

定について議会の議決を求めるものでございます。 

 このたびの町道路線の廃止及び認定につきましては、平成２５年の道路法改正等を受

け、トンネルや橋梁など構造物について定期点検が義務づけされました。このことにより

町道海岸町３号線の羅臼トンネルが点検対象となりますが、現在、道路として一般交通の

用に供していない状況であり、今後も供用を再開する見込みもないことから、トンネル部

以降を町道から廃止するため、一旦路線を廃止し、終点及び延長を変更して再度認定をす

るものでございます。 

 廃止する路線でございます。 

 路線名、海岸町３号線。 

 起点、羅臼町海岸町４６２番地３地先。終点、羅臼町共栄町７番地２６地先。 

 認定する路線でございます。 

 路線名、海岸町３号線。 

 起点、羅臼町海岸町４６２番地３地先。終点、羅臼町海岸町４６２番地５でございま

す。 

 なお、別冊参考資料１２１ページ、資料４０に路線廃止及び認定図を掲載しております

ので、後ほどお目通しのほどお願いいたします。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（佐藤 晶君） 提案理由の説明が終わりましたので、提案説明に対しての質問を

許します。質問ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（佐藤 晶君） これで、質問を終わります。 

 ここで、昼食のため午後１時まで休憩いたします。１時から再開をいたします。 

午前１１時４０分 休憩 

────────────── 

午後 １時００分 再開 

○議長（佐藤 晶君） 再開します。 
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 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１７ 町長・教育長行政執行方針の説明 

──────────────────────────────────── 

○議長（佐藤 晶君） 日程第１７ 町長・教育長行政執行方針の説明を求めます。 

 最初に、町長行政執行方針の説明を求めます。 

 町長。 

○町長（湊屋 稔君） 令和３年羅臼町議会第１回定例会の開催に際し、本年度予算案及

びそのほかの諸議案の御審議をお願いするに当たり、町政を執行する所信の一端を述べ、

議員各位並びに町民の皆様に御理解と御協力をお願い申し上げる次第であります。 

 まず初めに、羅臼町民の皆様に心からのお礼を申し上げたいと思います。 

 一昨年の１１月に発生した新型コロナウイルス感染症が、１年以上の長きにわたって日

本中で猛威を振るいました。今現在もその勢いは収まらず、私どもの生活を脅かしており

ます。ここまでの間、羅臼町の皆様には大変な御不便をおかけしてきたにも関わらず、

「新北海道スタイル」など様々なコロナ対策や自粛要請に御理解と御協力をいただいてま

いりました。おかげさまで、これまで羅臼町から一人の感染者を出すことなく過ごしてく

ることができました。この場をお借りして、羅臼町の皆様に敬意と心からのお礼を申し上

げます。 

 新型コロナウイルス感染症は、まだ終息を迎えておりません。そして、たとえ感染して

も誰もが地域の中で笑顔のある生活ができるよう、思いやりのあるまちづくりをしていく

必要があります。今後も羅臼町民が一丸となって立ち向かっていかなければなりませんの

で、さらなる御理解と御協力をお願いする次第であります。 

 昨年の羅臼町の取組を振り返りながら、まちづくりの基本姿勢をお伝えしたいと思いま

す。 

 何といっても、新型コロナウイルス感染症によって町民の皆様方も大変窮屈な生活を強

いられており、一日も早い終息を切に願うばかりです。 

 そのような中、当町では、昨年２月２５日に「新型コロナウイルス感染症対策本部」を

設置し、情報共有や庁内連携を図るとともに、様々な状況にあった体制を構築してきてい

るところであります。 

 町内の感染予防対策としては、診療所や介護施設、学校・幼稚園などへの必需物品の配

布や備品等の購入、各地避難所には感染防止に関する備蓄品などを整備してまいりまし

た。また、経済支援対策としては、新生児特別定額給付金の給付や水道使用料値上げの１

年延期などの負担軽減、プレミアム付商品券の発行事業、羅臼町防災バッグの配布事業、

水産物保管調整事業など、町内の各事業所や産業団体などの御意見もいただきながら町独

自の対策を含め約４０事業を行ってまいりました。 

 未曽有の混乱をもたらしている新型コロナウイルス感染症をできるだけ早く終息させる
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ためにも、感染症の重症化予防に有効とされるワクチン接種が準備されておりますので、

当町としましても早期に開始できるよう万全の体制を整えてまいります。まずは、重症化

のおそれが高い高齢者からのワクチン接種を早期に開始できるよう、急ピッチで準備を進

めているところであり、その後も順次、町民皆様のワクチン接種を実施してまいります。

この感染症とは、今後も共存していかなければなりませんので、引き続き「新しい生活様

式」による感染防止対策をお願いいたします。 

 新型コロナウイルス感染症と相まって羅臼町に大打撃をもたらしているのが、基幹産業

である漁業の不振であります。ここ数年続いてきた不漁が、昨年度は今までにないくらい

の落ち込みとなってしまいました。この状況は、史上最大級の危機であることを自覚し、

今までとは違った視点に立ち、思い切った政策や取組が必要であります。獲る、育てる、

造る、魅せる、売る、送る、食べるといった一連の経済活動と、そこでの「働き方の在り

方」などを関連産業の皆様と危機感を共有しながら進めていく必要がありますので、行政

として機会の提供を積極的に行い、責任を果たしてまいります。 

 関係者皆様の御努力によって栄えてまいりました観光産業も、コロナ禍において飲食業

とともに一番大きな打撃を受けた業界の一つでもあります。今後は、何とかこの難局を乗

り越え、アフターコロナやウイズコロナと言われるようになったときに、大きく飛躍でき

るような計画や準備をしていただけるよう一緒に考えていきたいと思っております。 

 昨年、コロナ禍により実施寸前で中止を余儀なくされた職員のスキルアップ研修事業に

つきましては、今年度も引き続き予定をしております。 

 また、すっかり変わってしまった生活様式に合った観光やレジャー、商品開発の在り方

などに対応した新たな産業をつくり出すための勉強会や視察機会の提供により、起業者の

発掘を「Ｋプロジェクト」の一環として私自身が率先して取り組みたいと考えておりま

す。 

 人口減少や少子・高齢化が加速する中、現下の厳しい社会情勢や当町の経済状況などを

踏まえ、「将来にわたって活力あるまちを維持する」ための町の重点施策と具体的な取組

を検討しております。結婚・出産・子育てや教育・経済・雇用に係る現状と課題を組織的

に共通認識する必要がありますので、庁舎内に「羅臼町人口ビジョン・総合戦略推進会

議」を設置し、ＳＤＧｓの１７目標を意識したより実効性のある施策の展開を図るため、

第２期羅臼町総合戦略の策定を進めているところであります。 

 北方領土問題につきましては、依然として何ら進展することもない中、高齢となった元

島民の方々の思いを考えますと、一日も早くふるさとの島に自由に行き来できることを

願っております。北方領土の早期返還を実現するためには、国の外交交渉や共同経済活動

の動向を注視しながら、国民一丸となって北方領土返還要求運動に取り組むことにより世

論を盛り上げていくことが重要でありますので、千島歯舞諸島居住者連盟をはじめ、関係

機関との協力と連携をさらに強化するとともに、国及び北海道に対して北方領土の早期返

還と北方領土隣接地域の振興対策を訴えてまいります。 
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 令和２年は、「これまでも これからも 知床とともに」というテーマの下、記念すべき

羅臼町１２０年の年でありましたが、残念ながら記念事業の全てが開催することができま

せんでした。また、例年行われている様々なイベントやスポーツ大会、文化活動、福祉事

業なども制限され、関係者はもとより、町民の皆様も残念な思いであったと想われます。

１２０年記念事業はそのままスライドし、令和３年度に行いたいと考えて準備を進めてお

りますので、議員の皆様はじめ、町民の皆様の町政への御理解、御協力を心からお願いす

る次第であります。 

 羅臼町の行政運営を考えるとき、厳しいからといって足元ばかり見るのではなく、この

ようなときこそしっかり前を向いて、持続可能な未来創造のため職員一丸となって取り組

み、私自身、羅臼町長としての責務をしっかりと果たしてまいります。 

 以下、令和３年度のまちづくりの基本方向について、ＳＤＧｓ１７目標の実現と町の未

来に向けた６点の主要な施策の概要を申し上げます。 

 初めに、「地域を支える産業の活性化」についてであります。 

 私が就任以来掲げている「Ｋプロジェクト」は、アンダー６０創造会議やオーバー６０

協力隊において、産業を核とした将来の町を自分たちで創り上げる意識の醸成の場として

取り組んでまいりました。地域課題は様々な分野にわたり、産業振興プロジェクトで期待

される「計画」、「行動」、「結果」という取組につなぎ切れないのが現状であり、急速

な人口減少や想像を超える不漁、未曽有の経験となっている新型コロナウイルス感染症の

世界的な蔓延等々を目の当たりにし、町の未来に対する危機感はますます強いものとなり

ました。Ｋプロジェクト創設以来、時間をかけて協議・検討がなされてきた内容を精査し

た上で、本年度を具体的な事業の実施に移行するタイミングと捉え、未来創造事業を創設

し、取組を進めてまいります。経済に関わる人材の育成を柱に、今までに蓄積された検討

内容を総合的に判断し、町の未来を見据えた事業を展開してまいります。 

 基幹産業である漁業は、かつてない状況下に置かれております。 

 令和２年の羅臼漁業協同組合における漁業生産状況は、鮮魚・製品を合わせた総取扱高

で６３億円、水揚げでは１万５,０００トンとなり、浜がスケトウダラ資源に沸いた平成

２年の総取扱高の４０％、数量比較では１３％にまで落ち込み、ここ数十年間で最低とな

りました。 

 地域の産業・経済発展に貢献してきた主力魚種であるサケ定置漁業に期待を寄せていた

ところですが、水揚げ全体量に占める割合は９％台にとどまっており、非常に危機感を

持っています。これまでの根室管内さけ・ます増養殖事業協会の取組を尊重しつつ、親魚

確保対策や新たな事業の展開について、町としても羅臼漁業協同組合とともに、別海町や

標津町とも連携を強化していく方針であります。 

 また、前浜での漁獲が激減しており、その原因は解明されていないものの、ロシアト

ロールによる「根こそぎ操業」は水産資源を枯渇させるとともに、漁網・漁具の被害によ

り漁業者の経営を圧迫し、大きな負担を強いられています。安全操業では、ロシア国境警
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備局による訪船という名の下の臨検活動が頻繁に行われ、長時間の拘束により競り時間に

間に合わないなど、多大な損害を被っております。一日も早く資源保護と操業の安全が確

保できるよう、ロシア側に対する強い働きかけを国と北海道へ引き続き要請してまいりま

す。 

 国は、全国的に漁業生産量が減少していることを踏まえ、水産業の持続性を保つため

に、新たな資源評価による管理体制の構築に向かっておりますが、北方領土問題を有する

根室海峡においては、資源評価の在り方が課題であります。漁業者の理解や管理体制の整

備が必要でありますので、国の動きを注視しながら、一刻も早く導入実現につながるよ

う、羅臼漁業協同組合と連携してまいります。 

 栽培増殖事業につきましては、昆布やホタテなど製品の取扱いに変動はあるものの年々

増産傾向にあり、令和２年度の製品取扱高は２０億円となっています。 

 羅臼漁業協同組合が力を入れてきた資源の増大対策が功を奏し、関係漁業者の努力を理

解しておりますので、引き続き支援してまいります。 

 また、北海道が「地域水産物供給基盤整備事業」の採択を受け、ウニの生息環境を拡大

する増産と移植による羅臼昆布への食圧を防ぎ、昆布生産の安定化と品質向上につなげる

ため、令和３年度から令和６年度にかけて大型の「ウニ囲い礁」２基の整備を進めてまい

りますので、町としても地元負担への財政的支援を行うものであります。 

 近年の水揚げ低迷と新型コロナウイルス感染症の影響は、町の経済に多大なダメージを

与え続けており、外食産業をはじめとする需要減や輸出入の停滞、消費の落ち込みなどに

より町内の水産加工業は業績が悪化しております。当町の水産加工業は、基幹産業である

漁業を支え、経済の原動力として重要な役割を担っており、水産加工業の落ち込みは町全

体の経済に影響を及ぼすおそれがありますので、関係機関と話し合いを重ねながら、必要

な対策を講じてまいりたいと考えております。 

 海洋深層水につきましては、取水量の低下が続き、漁業生産活動に支障を来しているた

め、北海道開発局において原因調査や改善対策を実施してまいりました。その結果、羅臼

漁港取水施設整備検討委員会で検証した結果、取水量の回復に向け、取水管を増設するこ

ととし、既存の取水管については原因究明に係る調査とメンテナンス用の管路とし維持す

る方針です。整備に当たっては、国直轄事業と地元との連携事業として進めるもので、増

設管による取水開始は令和４年９月を予定しております。 

 また、海洋深層水は、鮮魚の鮮度保持や漁港の衛生管理、漁獲物のブランド価値向上に

貢献しているほか、水産分野以外の利用では、飲料や食品、栄養機能食品、化粧品など他

分野多岐にわたっております。本事業実施により取水が安定確保されることから、さらに

利用拡大を目指してまいります。 

 酪農業の振興につきましては、他府県の酪農家の減少により生乳の道外輸送が増加する

など、標津町農業組合の御努力の下、コロナ禍にあっても乳価も維持され、生産量も安定

しておりますが、依然として国際貿易協定など、先行き不透明な状況であり、今後も地域
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農業の発展につなげるため、標津町農業組合と連携し、引き続き生産基盤の整備に係る支

援を図ってまいります。 

 観光振興につきましては、コロナ禍にあって、持続的な観光業を維持するため、知床羅

臼町観光協会をはじめとした関係団体と連携し、新型コロナウイルス感染症の予防対策を

強化・継続してまいります。 

 多くの観光事業者や宿泊施設、飲食店などに感染予防備品を整備いただいておりますの

で、日々の感染予防対策が途切れることのないよう有効に活用いただくとともに、感染対

策啓発に努め、観光客が安心して羅臼町に訪れることができる環境整備に取り組んでまい

ります。 

 昨年度中に工事が完了しました道の駅「知床・らうす」の駐車場周辺につきましては、

車両進入禁止区域を有効に活用し、賑わいの創出をしてまいります。羅臼の産品をその場

で食べることができる臨時の店舗やキッチンカーなどを積極的に受入れ、来場者が今まで

以上に楽しむことができるよう、道の駅にさらなる魅力向上に努めてまいります。 

 道の駅の賑わい創出は、地場産品を活用した新商品の開発や起業に対するきっかけづく

り、経済に関わる人材の発掘・育成など、商業活動の可能性を広げ、地域の活性化につな

がるものと期待しておりますので、知床羅臼町観光協会と連携を図りながら、道の駅イベ

ントスペースの充実に積極的に取り組んでまいります。 

 昨年度予定されていた教育旅行は全て中止となりましたが、新型コロナウイルス感染症

の影響により旅行先を変更された４校を受入れいたしました。本年度も引き続き多くの教

育旅行が計画されておりますので、取組を途絶えさせることなく、教育旅行の誘致活動に

力を注いでまいります。 

 また、外国人観光客は皆無の状況でありますが、案内標識や誘導看板の多言語化に引き

続き取り組み、新型コロナウイルス感染症の終息を見据えたインバウンドへの対応も進め

てまいります。 

 観光業は今日まで、新型コロナウイルス感染症に大きな影響を受けた業界であり、今後

の感染状況によっては引き続き厳しい状況も予想されますので、有効な観光施策及び支援

策について、協議・検討をしてまいります。 

 知床羅臼ＮＯＡＳＯＢＩ・ＭＡＮＡＢＩプロジェクトにつきましては、昨年度環境省の

補助事業の採択をいただき、町の新たな魅力づくりとして、知床のフィールドに着目した

観光コンテンツとふるさと学習の推進、またそれに伴う産業人材の育成を目的として、町

内各所に拠点を設け、キャンプイベントやワーケーションスペースを設置するなどの取組

を展開いたしました。本年度につきましても、夏の観光シーズン中にトライアルイベント

を実施するなど、今後の事業化に向けて課題抽出、運営体制などの検証を行うとともに、

新たな観光客獲得を目指した取組としてまいります。 

 商工業の振興、地域産業の活性化対策としましては、「ふるさと納税」を中心に進め、

今まで以上に全国の皆様から応援いただける取組となるよう、大幅な事務事業の見直しを
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行い、関係事業者と連携を強化してまいります。ふるさと納税の取組を充実させること

は、羅臼町及び知床らうすブランドの地名度を高め、経済への活性化につながるなど、多

様な分野で波及効果を生み出し、各種施策の好循環に期待できるものであります。羅臼町

認証制度の活用、地場産品の付加価値向上や販路拡大などの取組との連動を図り、地域産

業の活性化を推進してまいります。 

 次に、「安全・安心なまちづくり」についてであります。 

 防災につきましては、全国各地で発生している豪雨や豪雪災害などの自然災害は、当町

においても例外ではなく、加えて地震や津波が襲来する可能性もあり、町民の生命及び財

産を守るため、平時から防災・減災への取組が重要であると認識しております。 

 防災・減災対策としては、大規模災害に備えた計画的な災害備蓄品及び感染症に配慮し

た備蓄品の整備を進めるほか、地震・津波を想定した全町民の一斉避難訓練の実施、関係

機関との総合防災訓練など、地域住民の防災意識の向上と関係機関との連携強化を図ると

ともに、暴風雪などによる通行止めなどを想定した冬期間の訓練につきましても、町内会

などの御協力もいただき実施したいと考えておりますが、昨年度と同様に新型コロナウイ

ルス感染症の状況を見ながら準備を進めてまいります。 

 防災教育においては、町民が防災についての様々な知識を持ち、いざというときに適切

な行動を取ることができるように、広報などを通して継続的な防災意識の啓発を図るとと

もに、児童生徒に対する防災教育として、災害時に「生きる力」を育む取組として、本年

度も「一日防災学校」の実施を予定しておりますので、教育委員会、関係機関などと連携

しながら積極的に支援してまいります。 

 また、「日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震」による津波浸水想定が設定され北海道か

ら公表される予定でありますので、沿岸部の津波浸水想定を踏まえたハザードマップの更

新、さらには令和４年９月末で免許の有効期限を迎えるアナログ式防災行政無線について

も、令和４年度までの２か年事業でデジタル化の整備を実施します。 

 災害は、いつ、どこで起こるか分かりません。「自分の命は自分で守る」という防災の

原点に立ち、町民一人一人が日頃から災害に備えるため、感染症防止対策グッズを入れた

「羅臼町防災バッグ」を本年１月に全世帯へ配布させていただきました。今後は、それぞ

れの御家庭で必要なものを随時追加、入替えしていただき、災害時の備えを改めて御検討

いただくとともに、今回の取組を契機として、防災意識の向上につながることを期待して

おります。 

 町営住宅の整備につきましては、羅臼町町営住宅等長寿命化計画に基づき、老朽化が著

しい町営住宅の適正な活用を図るため、計画的な建替えや改善の事業を推進しておりま

す。昨年度は、緑町団地の建替え事業として「２棟８戸」の建設を完成させ、今年度も引

き続き建替えに伴う解体工事や実施設計などを行い、令和４年度に「１棟６戸」の完成を

目指してまいります。同じく、緑町団地の改善事業として、昨年度「１棟４戸」の断熱改

修工事を完成させ、今年度も「１棟４戸」の断熱改修工事と、「２棟８戸」の水洗化改修
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工事を実施してまいります。 

 水道事業につきましては、老朽化した水道施設などの対策を行っていく上で、人口減少

に伴う収入の減少なども踏まえ、今後の水道事業運営について簡易水道事業への移行も視

野に、事業形態の検討を行います。検討結果を基に目指すべき基本的な方向性や今後の取

り組むべき目標をまとめ、効率的な水道事業運営と健全で安定した経営を目指すため、水

道ビジョン策定に向け検討していくとともに、未収金対策やより一層の経費節減に努めて

まいります。 

 防犯、暴力追放の活動・取組につきましては、中標津警察署羅臼駐在所と連携を図り、

振り込め詐欺や還付金詐欺など悪質な犯罪の早期発見に努め、羅臼町防犯協会などの関係

団体と一体となり、広報紙などを活用した町民への情報提供や注意喚起を図り、犯罪未然

防止と町民が犯罪に巻き込まれないよう取り組んでまいります。 

 交通安全対策につきましても、中標津警察署羅臼駐在所、麻布駐在所にパトロールなど

の御協力をいただきながら、羅臼町交通安全協会などとも連携し、交通安全街頭啓蒙活動

や昨年度から実施しております薄暮時における「赤色パトライト運動」を継続し、交通安

全の啓蒙普及活動に取り組んでまいります。 

 次に、「幸せを感じる医療・保健・福祉・介護の充実」についてであります。 

 町民一人一人が地域で安心して生活するためには、診療所や在宅での医療サービス、健

康づくりを中心とした保健サービス、リハビリや介護などの福祉サービスを関係者が連携

して進めていくことが重要となっています。 

 こうした環境を支えるための重要な基盤である「知床らうす国民健康保健診療所」の運

営につきましては、２期目の指定管理期間の最終年度となりますが、次期協定内容でも２

４時間救急の受入れや１４床の病床の確保など、現在の状況を継続していくことで孝仁会

との協議により了解をいただいておりますので、次期指定管理者の詳細についてしっかり

と協議を重ねてまいりたいと考えております。 

 また、「医療技術者等就学資金条例」の見直しを行いましたので、引き続き医療技術者

等の人材育成・確保に努め、町民の保健・福祉・医療の充実を図ってまいります。 

 本年度から３年間の第８期羅臼町介護事業計画を基に介護保険事業を開始いたします。

当町の要介護・要支援認定者の状況は、平成２７年度からほぼ横ばいとなっており、人口

推計などを基に見込み量を推計し計画をしたものであり、計画では介護保険料を３年間据

え置き、各施策を着実に遂行できるよう考えております。 

 また、介護事業を支えていただいておりますサービス提供事業者の運営は、依然として

職員が不足し、人材確保に苦慮しておりますので、介護職の担い手対策として「介護職支

度金貸付制度」の新設や、「介護福祉士資格取得研修費助成金」の内容を充実いたしまし

たので、さらに各事業所との連携を強化し、活用が図られるようしっかりと周知してまい

ります。 

 障がい者福祉につきましては、障がいを持つ方が住み慣れた地域で安心して暮らしてい
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けるよう就労をはじめとした様々な社会経済活動に積極的に参加し、地域で暮らし続ける

ことを目指して活動をしております。 

 社会福祉協議会をはじめ、介護事業所や福祉関係団体には障がい者福祉事業や介護保険

事業など、様々な福祉対策に御協力をいただいておりますので、さらに連携を図り、コロ

ナ対策を十分に考慮しながら福祉対策の一翼を担っていただくよう支援をしてまいりま

す。 

 国保と高齢者の保健事業を効果的に接続し、病気の重症化予防に向けた取組として、健

診未受診者の受診勧奨に力を入れるとともに、毎年受診していただけるよう健診の予約方

法を見直し、国保加入者の特定健診料金の無料化を継続してまいります。また、医療と保

健の連携を図りながら、生活習慣病の重症化予防に取り組むとともに、御自身の健康状態

を確認した上で、個々の健診結果に基づいた支援を引き続き実施してまいります。 

 平成３０年度から実施された「国民健康保険事業の都道府県化」は３年を経過し、北海

道国民健康保険運営方針の見直しにより、北海道内の国保加入者の統一保険料の目標を令

和１２年度とすることが盛り込まれており、徐々に統一保険料へつなげるため、令和３年

度は現行の保険税率を見直し、加入者負担の公平化を図ってまいります。 

 子育て支援につきましては、事業所以外の保育希望者のニーズに対応できるよう、本年

４月から「地域型保育事業」、「小規模保育Ｂ型」に移行し、町が保育認定を行った子ど

もが利用できる事業所とすることといたしましたので、今後もゼロ歳から就園前の保育が

安定的に行えるよう、町としても支援をしてまいります。 

 また、午後３時までの幼稚園の預かり保育の無償化を継続し、子育て世帯の負担軽減を

図るとともに、町内２校の小学校の空き教室で開設している「放課後児童クラブ」にて、

就労家庭等保育が必要な家庭の支援をしてまいります。 

 さらに今年度は、保健師や保育士などが妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健や

子育て等に関する様々な相談に応じ、切れ目のない支援体制が取れるよう保健福祉課と子

育て支援センター「ありんこ」に子育て世代包括支援センターを開設し、それぞれの家庭

に応じた支援を実施してまいります。 

 次に、「うるおいある快適な生活環境の充実」についてであります。 

 全国的に進められておりますマイナンバーカードは、平成２８年１月から交付が開始さ

れ、既に５年を経過しておりますが、当町の交付率は、昨年１２月末で１６％と全国平均

の２４％より若干低い状況にあります。政府はマイナンバーカードについて、健康保険証

や運転免許証として利用できるようにするなど利便性の向上を図り、令和４年度末までに

全ての国民に行き渡るようにするという目標の達成を目指す方針であり、カード未交付者

に対しては改めて「ＱＲコード付き交付申請書」を送付し交付を促すとしておりますの

で、町といたしましても利便性などを周知し、普及促進に努めてまいります。 

 ごみ袋の料金改定につきましては、本年４月からの実施に向けて、町民へのアンケート

調査、町内女性団体との意見交換を実施するなど準備を進めてまいりましたが、昨年から
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の新型コロナウイルス感染症による町内各種産業への経済的損失に伴う町民への負担も大

きいことから、料金改定による新たな町民への負担を避けるため、料金改定の実施を１年

延期することといたしました。今後は、アンケート調査の結果や女性団体の意見を参考に

ごみの減量化に向けた分別方法の見直しを含め、料金改定が町民へ負担増とならないよう

さらに検討を重ね、令和４年４月の料金改定実施に向けて取り組んでまいります。 

 環境保全につきましては、依然として空き缶やペットボトルのポイ捨て、家電・粗大ご

みの不法投棄は後を絶たない状況にあることから、中標津警察署羅臼駐在所、羅臼海上保

安署の協力をいただき、監視体制のさらなる強化を図るとともに、町内各所にポイ捨て防

止看板やのぼりの設置、広報等による啓発を継続し、不法投棄の撲滅を目指します。 

 昨年８月に新たな取組として、国内最大級のインターネット情報掲示板サイトを運営す

る「株式会社ジモティー」と協定書を締結し、全国初となる粗大ごみなどの再利用に関す

る実証実験を開始いたしました。インターネットが不慣れな町民の御家庭にある不用品や

清掃センターに持ち込まれた粗大ごみの中から再利用可能なものを町が「ジモティー」に

掲載し、申込みのあった方に無償でお譲りすることで再利用してもらうものであり、これ

までに２１点を掲載し、うち１０点を譲渡しております。今後も、広報等を通して周知を

行い、町民のリユース意識の向上と、資源の再活用による循環型社会の形成を目指してま

いります。 

 根室北部衛生組合が管理する「一般廃棄物最終処分場」は、令和５年４月からの稼働に

向け、本年度から埋立施設・前処理施設・水処理施設などの工事が始まることから、工事

関係車両の通行などに伴う地元町民への影響が出ないよう、根室北部衛生組合と連携を

図ってまいります。 

 温泉供給事業につきましては、有効に活用されずに放置している温泉熱エネルギーを極

力削減し、利用する温泉水量を調整することで、ポンプ類の消費電力量を低減し、省エネ

とＣＯ２排出削減、また地域の重要な自立エネルギー源である泉源を将来にわたり継続的

かつ大切に利用していくことを目的に、老朽化した温泉供給施設、温泉供給配管など効率

低下の原因となっている設備を高効率機器へ交換するとともに、高断熱化改修を行うた

め、昨年度「羅臼町温泉設備改修基本計画」を策定いたしました。今年度は、本基本計画

に基づき、温泉供給施設高効率化改修の実施設計を行い、令和４年度から改修工事の着手

を目指してまいります。 

 豊かな自然環境と貴重な動植物の生態系からなる「知床」は、世界自然遺産として将来

にわたり伝え、保全していく大事な地域であります。また、生態系の頂点にあるヒグマの

存在は、知床が豊かな自然を有することのあかしであり、これまでの取組成果を検証し、

ヒグマ管理計画に基づき資源として守っていく必要があります。地域による「草刈り活

動」の取組は、連合町内会の理解により多くの住民が参加し、町内外から建設事業者の御

支援をいただきながら実施され、生活圏への出没減少につながったものと考えておりま

す。 
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 また、野生鳥獣を適正に管理するために重要な存在であるハンターについては、将来的

に人材が不足する可能性がありますので、確保のため支援となる補助制度を創設し、地元

猟友会の協力連携を図りながらハンターの確保と育成に取り組んでまいります。 

 次に、「豊かな心を育む教育文化のまち」についてであります。 

 グローバル人材の育成に伴う英語教育の推進につきましては、世界自然遺産「知床」の

地として、知床学を幼稚園から学ぶ子どもたちには、羅臼町のことをより深く理解し、広

く日本や世界に向けての情報発信や様々な国の人々と積極的に交流できるグローバルな人

材に育ってほしいと願っております。そのため、外国語指導助手であるＡＬＴを２名体制

にした指導と併せて、町内外の人材を活用するなど幼少中高一貫して英語教育を充実させ

てまいります。 

 急激な人口減少に伴い、入学者が減少傾向にある羅臼高等学校は、北海道が策定してい

る公立高等学校配置計画において、「高校配置の基本的考えとして、第１学年１学級の高

校のうち、地理的状況などから再編が困難であり、かつ地元からの進学率の高い高校は地

域連携特例校として存続を図る。」とし、存続が決まりました。 

 様々な課題である一方で、当町としましては、高校生の水産教室や創作料理プロジェク

トなど地域の特色を生かした教育を継続するとともに、高等学校と教育委員会の連携を密

に情報共有を図りながら進んでまいりましたが、令和３年度の羅臼高等学校への入学出願

者数を見ますと、今後の高校存続が危ぶまれる状況であります。羅臼高等学校につきまし

ては、行政だけではなく町民の意見も聞き、保護者や生徒にとって、町民が誇ることので

きる魅力ある高等学校づくりを進め、必要な支援や存続に向けた取組を共に考えてまいり

ます。 

 社会教育施設につきましては、町の社会教育活動の拠点として重要であるものと認識し

ておりますが、施設の建設等はほかに老朽化している公共施設も数多くあり、今後、建設

や改修等の計画の見直しや土地の確保も含め、十分な検討を行った上で判断することが必

要と考えております。現在、役場１階に開設しております羅臼町図書館や、令和元年度に

解体した公民館といった社会教育施設の在り方につきまして、各施設における機能面や施

設管理、将来を見据えた基本方針について、検討・協議を進めてまいります。 

 耐震と機能充実のための内部改修を実施しております羅臼町民体育館は、令和３年６月

リニューアルオープンニムケ準備を進めております。工事中、体育館が使用できないこと

で多くの方に御不便をおかけいたしましたが、新たな体育館ではスポーツ利用に特化する

ことなく、文化活動や各種会議が開催できるよう会議室や調理実習室を整備するととも

に、幼児・児童が安心して遊ぶことができるプレイルームを設置するなど、広く町民に愛

され利用しやすい施設を目指しています。 

 また、このたびのリニューアルオープンを記念して、末永く町民に愛される場とするた

め、施設の愛称を募集することといたしましたので、たくさんの方々に感心を持っていた

だき、数多く応募されるよう進めてまいります。 
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 最後に、「身の丈に合った財政健全化の実現」についてであります。 

 現下の国における財政状況は、新型コロナウイルス感染症による景気の悪化で税収が減

るのは確実な一方、新型コロナウイルス感染症対策を名目とする歳出増は強まるばかり

で、財政再建の道のりは険しさを増しているところであります。 

 また、令和３年度の地方財政に対する課題の中で、新型コロナウイルス感染症への対応

と地域経済の活性化の両立を図り、「新たな日常」の実現に取り組むとともに、激甚化・

頻発化する災害への対応のため、防災・減災、国土強靱化を推進するほか、東京一極集中

の是正に向けた地方創生を推進することができるよう、安定的な税財政基盤を確保するこ

ととされております。 

 このような状況の下、当町の令和３年度一般会計における当初予算の総額は、４９億

６,３００万円で、昨年度当初予算に比べまして７.２％、約３億８,４００万円の減額と

なりました。 

 この要因としましては、事業関係では、昨年度「羅臼町民体育館耐震・改修事業」が完

了しましたが、今年度は「防災行政無線デジタル化更新事業」の約３億４,０００万円の

ほか、「深層水取水管増設事業」、「各小学校・春松幼稚園ＬＥＤ改修事業」、さらには

「町営住宅等建替推進事業」及び「町営住宅ストック総合改善事業」、「町道植別２号線

道路改良事業」の継続に伴うものであります。また、「知床未来中学校建設事業」で借り

入れた起債の元金償還が始まることから、公債費も１億４,０００万円増加しておりま

す。 

 これらの財源を確保するため、収入の多くを町税や地方交付税に依存している当町では

ありますが、回復の兆しが見えない水揚げの低迷や新型コロナウイルス感染症の影響によ

る町税の減収、加えて、昨年度実施された国勢調査の人口減少に伴う地方交付税の減額な

どから、歳入不足を補うため「公共施設整備基金」や「財政調整基金」のほか、特に今年

度は増嵩した公債費に充当するため、「減債基金」も加えて、総額約５億２,２００万円

取り崩さなければならない一段と厳しい予算編成になりました。 

 歳入につきましては、基幹産業である漁業不振により減収が続いている町税は、以前の

ような収入確保することが困難な状況となっていることに加えて、新型コロナウイルス感

染症の影響により観光業や商工業が低迷しているなど、まち全体として不景気色がさらに

色濃くなっております。 

 このような状況から、税収確保には大変苦慮しているところではありますが、引き続き

納税意識の高揚を図るとともに、公平・公正の観点から納期内自主納付の啓発を強化し

て、税収確保に努めてまいります。 

 なお、滞納者に対しては、完納に向けた計画的な納税指導・履行監視に努め、誠意のな

い滞納者については、釧路・根室広域地方税滞納整理機構や北海道とも連携しながら、引

き続き法令にのっとり、滞納整理を粛々と厳格に進めるとともに、税外収入につきまして

も債権管理条例の規定に基づき、適切な収納対策と滞納整理を進めてまいります。 
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 一方、歳出につきましては、近年「羅臼町民体育館耐震・改修事業」をはじめとする複

数の大型事業で地方債を借り入れていることから、今後数年は地方債現在高が増加傾向で

推移することが見込まれますので、その償還財源を確保するために公債費の管理を適正に

行うことが課題となっております。 

 「経常収支比率」も高い水準で推移しているため、財政の硬直化が進んでおり、弾力性

を確保する対策を講じることも必要となっておりますが、財政が厳しい状況の中にあって

も、感染症拡大への対応と地域経済の活性化の両立や「新たな日常」の実現、防災・減災

などの重要課題に対応しつつ、行政サービスを安定的に提供していく対策も講じていかな

ければなりません。 

 このことから、「羅臼町公共施設等総合管理計画」に基づき、公共施設などの適正配置

や老朽化対策などの取組を進めているところでありますが、行財政改革の取組につきまし

ても、引き続き一層の創意工夫をもって、歳出全般にわたり経常経費の節減合理化に努め

るとともに、事業の必要性や効率性などにより、徹底した見直しを図ってまいります。 

 特別会計につきましても、独立採算の原則に基づき、健全性を維持するために徹底した

歳入確保と歳出削減を図るとともに、各会計内の自助努力による操出金の抑制に努めてま

いります。 

 こうした状況を踏まえながら、これから直面する重要課題を的確に捉え、財政需要を中

長期的に把握し、「財政調整基金」や「公共施設整備基金」、「減債基金」などへの積立

てを可能な限り積極的に進めるとともに、町債発行額につきましても、元金償還額と調整

を図り、将来負担の上昇をできる限り抑えることに努めながら、身の丈に合った当町の財

政構造を構築し、持続可能で健全な財政運営を行うため、中長期的な財政健全化計画の策

定を目指してまいります。 

 以上、令和３年度の町政を執行するに当たっての基本姿勢と主要な施策の概要について

述べさせていただきました。 

 社会の急速な変革に伴い、人口減少や少子高齢化による生産年齢人口の減少で地域経済

を支える担い手不足、水産業の低迷など、地域経済や町の財政運営への影響が懸念される

中、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴って、社会情勢が激変し、過去に類を見ない厳

しい状況にあります。 

 先人たちが幾多の難局を乗り越えたからこそ、今の羅臼町の発展があることを心に刻

み、まちに対する真摯な思いを町民皆様と共有し、次の世代へしっかりと引き継いでいく

ため、厳しい現実から目を背けることなく、何事にも諦めない強い気持ちで羅臼町の未来

のため効果的な施策を適時適切に実施し、私の持てる力の限りを尽くしてまいる所存であ

ります。 

 町民の皆様、議員各位、羅臼町を応援してくださる全国の皆様のより一層の御理解と御

支援を賜りますよう心からお願い申し上げ、令和３年度の行政執行方針といたします。 

○議長（佐藤 晶君） 次に、教育行政執行方針の説明を求めます。 
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 教育長。 

○教育長（和田宏一君） 令和３年羅臼町議会第１回定例会の開催に当たり、教育行政の

基本姿勢及び主要な施策について申し上げます。 

 新型コロナウイルス感染症の拡大など、先行きが不透明で「予測困難な時代」の中、情

報化やグローバル化が一層進展し、多様な事象が複雑化を増してきています。 

 このような時代にあって、学校教育では一人一人の児童生徒が自分のよさや可能性を認

識するとともに、あらゆる他者を価値がある存在として尊重し、協働しながら様々な社会

的変化を乗り越え、豊かな人生を切り開き、持続可能な社会づくりの担い手となることが

求められています。 

 この先、当町が持続的に成長・発展していくためには、人口減少やグローバル化に的確

に対応しながら変化を先取りした改革を進め、ＳＤＧｓ１７の目標を念頭にその実現に向

けた取組が急務であり、豊かな語学力やコミュニケーション能力、主体性・積極性・異文

化理解の精神等を身につけ、様々な分野で活躍できる人材の育成が重要です。 

 豊かな自然環境や歴史、文化の下で子どもたちがふるさとへの誇りと愛着を持ち、とも

に支え合い、自らの感性や創造性を磨き、無限の可能性を発揮するたくましい人材へと成

長していくことができるよう、町民の皆様とともに「羅臼町教育大綱」を共有し、様々な

分野について広く緊密な連携を図りながら、教育の充実・発展に取り組んでまいります。 

 こうした認識の下、教育行政に望む基本姿勢を申し上げます。 

 当町の教育目標である「ふるさと羅臼の躍進を創造し、いきいきとたくましく行動する

心豊かな町民の育成」の実現に向け、羅臼町教育大綱で示されている「社会で生きる力の

育成」、「羅臼町の未来を拓く人材の育成」、「生涯学習や芸術文化・スポーツの振興」

の３項目を柱とし、ＳＤＧｓの目標実現を念頭にした取組を推進いたします。 

 また、誰一人取り残すことなく、全ての子どもたち一人一人が質の高い個別最適な学び

と協働的な学びを受けることができるよう、学力・体力の向上をはじめとする教育施策を

充実してまいります。 

 さらに、当町が将来にわたり持続的に輝き続けていくため、学校教育や社会教育を通し

てよりよい社会を創るという理念の下、地域の活力を支える教育行政を推進してまいりま

す。 

 次に、主要な施策の概要を申し上げます。 

 初めに、「社会で生きる力の育成」についてであります。 

 当町の幼小中高一貫教育は、平成２４年に発足し、１０年目を迎えます。現在、幼稚園

２園、小学校２校、中学校１校、高校１校となり、一貫した教育の中で子どもたちに確か

な学力を育むためには、より緊密に幼小中高の連携が必要です。 

 そのため、小中学校においては、授業の目指す方向の研究主題を統一し、各園・学校ご

との公開授業を実施することにより、授業を検証し、研究の充実を図ります。 

 また、教師個々の授業力を高めることが学力向上に直結いたします。教員の求める研修
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項目の充実や校内研修、幼小中高による合同研修会や、道立教育研究所と連携した研修講

座などへ主体的に参加する体制づくりに努めます。 

 さらに、新学習指導要領に沿った主体的・対話的で深い学びの学習を推進し、昨年度に

策定した「羅臼町学力向上プラン」を推し進め、子どもたちが自ら学び、自ら考える授業

で一人一人に確かな学力の定着を図り、ＳＤＧｓの４番目の目標である「質の高い教育を

みんなに」を目指します。 

 「健やかな体を育む教育」に関し、小学校において実施した体育専科及び体育エキス

パート教員巡回指導事業では、指導法の改善や児童の体力向上に一定の成果がありまし

た。昨年度の指導方法等を継続し、体育授業を実施し、一層の体力向上に向けた取組を実

践してまいります。 

 また、成長期の児童生徒にあっては、バランスのとれた食事をすることにより、体全体

の能力が十分に発揮されます。そのために、小中学校において栄養教諭を活用した継続的

な食育指導を行い、食に関する知識とバランスのよい健全な食生活を実践できる力を育

み、「全ての人に健康と福祉を」、「質の高い教育をみんなに」を目指します。 

 昨年度、いじめ防止等の対策を総合的かつ効果的に推進するため、「羅臼町いじめ防止

基本方針」を策定いたしました。いじめを受けた児童生徒の生命及び心身を保護すること

が最も重要であることを認識しつつ、全ての児童生徒をいじめに向かわせないとする未然

防止の取組を、学校・家庭・地域、その他関係者相互の連携協力の下、地域全体で取り組

むこととし、「ジェンダー平等を実現しよう」を目指します。 

 幼児教育は、子どもたちの生涯にわたる学びと資質・能力の向上に寄与する重要なもの

であり、幼児園での活動全体を通して、幼稚園教育要領で定める「幼児期の終わりまでに

育ってほしい１０の姿」への育みを実現させる質の高い教育を提供できるよう、関係機関

と連携し、教員の研修の充実を図ります。また、外国語活動を年少児から年長児までの全

てで実施し、園児が英語に楽しく触れる活動を実践いたします。 

 小学校生活への不安を軽減させる「スタートカリキュラム」では、その検証を不断に行

い、幼稚園から小学校への連続した学びに努め、「質の高い教育をみんなに」を目指しま

す。 

 特別な支援を必要とする園児及び児童生徒については、その能力や可能性を最大限に伸

ばし、自立し、社会参加するために必要な力を培うため、きめ細かな教育を行う必要があ

ります。そのため、個別の支援計画「こんぱす」の活用を促進するとともに、より一人一

人のニーズに沿った学習とするための指導計画を作成し、当該児童生徒の指導に携わる全

ての関係者で情報共有を密に行い、個に応じた適切な指導を行ってまいります。また、専

門的な知識を持って指導できるよう、指導者への研修機会の充実を図ることで、「全ての

人に健康と福祉を」、「質の高い教育をみんなに」の実現を目指します。 

 当町では、持続可能な社会づくりの担い手を育む教育を推進するため、町内の幼小中高

全ての学校をユネスコスクールに登録し、海の豊かさや陸の豊かさを守る取組の達成に向
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け、知床学として「クマ学習」や「海洋教育」などに取り組んできております。 

 ＥＳＤを推進してきた当町にとっては、ＳＤＧｓという具体的ゴールに向かい、これら

の理解を深めるため、また「ふるさと教育」の充実のためにも教職員の研修機会と町民に

対する情報発信を推進し、「住み続けられるまちづくりを」の実現を目指します。 

 キャリア教育につきましては、望ましい勤労観や職業観を育むための必要不可欠な取組

であります。当町の基幹産業である水産業をはじめ、酪農や観光業、食品加工業など多種

多様な職業体験の場の確保に努め、児童生徒の将来の職業選択の幅を広げさせることによ

り、「働きがいも経済成長も」の実現を目指します。 

 昨年度、社会に開かれた教育課程の実現に向け設立いたしました「羅臼町学校運営協議

会」（コミュニティースクール）は、学校・家庭・地域が学校運営について話し合い、共

に知恵を出し、子どもたちを育んでいく地域ともにある学校づくりを目指すものです。 

 事業推進のため配置した、学校・家庭・地域をつなぐ地域コーディネーターの活動が活

発にできるよう緊密な連絡体制、情報共有や研修機会の充実を図り、学校・家庭・地域の

ニーズに応じた取組を進めることにより、「質の高い教育をみんなに」、「住み続けられ

るまちづくりを」の実現を目指します。 

 子どもたちの健やかな発達には、家庭での教育が大切です。 

 近年、家庭での子どもたちの生活スタイルは大きく変化し、ＳＮＳ利用や生活習慣に起

因する様々な課題が浮き彫りとなっており、家庭学習や読書といった時間の使い方にも影

響が見られます。家庭教育の充実を図るため、保護者を対象とした研修会の開催や子育て

講演会、生活習慣の定着に向けた学習機会の提供や啓発等を実施し、子どもの健やかな成

長と自律、親力の向上への取組を進め、「全ての人に健康と福祉を」の充実を図ります。 

 様々な状況下であっても、「学びを止めない」教育環境の実現のため、昨年度全ての小

中学校でＩＣＴを活用できる環境を整備いたしました。新学習指導要領では、子どもたち

の学習活動を充実させるためには、ＩＣＴの特性や利点を十分理解し、主体的・対話的で

深い学びの視点から、授業改善につなげることが期待されています。指導方法や指導体制

の工夫改善により、個に応じた指導の充実が図られるよう専門的な研修の機会や先進的な

学校での取組の情報共有に努めるとともに、ＩＣＴによる授業がより効果的に行われるよ

う、一部教科において「デジタル教科書」の導入を進め、「質の高い教育をみんなに」の

実現を目指します。 

 平成３１年４月に「公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を

監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する

指針」に基づく、教育職員の在校等時間の上限等に関する方針として「学校における働き

方改革アクションプラン」を策定しております。 

 教職員の業務の質や効率化を高めるとともに、在校等時間の縮減を図ることにより、

日々の生活や教職人生を豊かにさせ、自らの専門性や人間性を高め、子どもたちに対して

効果的な教育活動を行うための取組の一つとして、「校務支援システム」を導入いたしま
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す。また、在校等時間の適切な管理と把握を行うとともに、職員の適切な健康管理のた

め、「ストレスチェック」を導入し、「全ての人に健康と福祉を」、「働きがいも経済成

長も」の実現を目指します。 

 当町が保有する教育施設等につきましては、改築や長寿命化・修繕等の方向性について

調査、検討し、中・長期的な維持管理に係るトータルコストの縮減を図った上で、教育施

設に求められる機能・性能を長期にわたり確保することを目的として「羅臼町教育施設等

長寿命化計画」を策定いたしました。本年度は、この計画にのっとり、両小学校及び春松

幼稚園の照明のＬＥＤ化、羅臼幼稚園の外壁と内部改修を実施し、教育環境の充実を図る

ことにより、「住み続けられるまちづくりを」、「つくる責任つかう責任」の実現を目指

します。 

 次に、「羅臼町の未来を拓く人材の育成」についてであります。 

 羅臼町で暮らす人々の幸福な人生とよりよい町の未来を創造し、輝き続けていくために

は、「よりよい学校教育や社会教育を通じてよりよい社会を創る」という理念の下、学校

と地域の連携を深め、情報を共有するとともに、協働して地域の人材を育成することが重

要です。 

 羅臼高等学校は、当町を持続的に発展させる人材育成の場としての役割を期待するもの

であり、今後も維持活性化させていかなくてはなりません。生徒にとって進学したいと思

える魅力的な学校とするため、地域と連携・協働して、社会の変化や生徒の多様な学習

ニーズに対応した教育環境を展開し、生徒の自己実現に寄与することができる高校づくり

を支援することにより、「産業と技術革新の基盤をつくろう」、「住み続けられるまちづ

くりを」の基礎とします。 

 世界自然遺産「知床」の地である当町にとって、海外への情報発信や多様な国との交流

を図ることは大切であり、そのためのグローバル人材の育成に力を入れていくこととして

おります。昨年度に引き続き、英語教育の充実のため、ＡＬＴを２名体制で幼小中高一貫

して推進し、子どもたちが日常的に英語によるコミュニケーションができる力を育んでま

いります。 

 また、児童生徒が自らの英語力の向上を体感し、さらなる高みを望む意欲を醸成するた

め、小学校６年生から実用英語技能検定への受検を促し、将来的には中学校３年生卒業時

に実用英語技能検定３級合格率５０％、高校３年生卒業時には準２級から２級程度の合格

率３０％を目指すなど、「質の高い教育をみんなに」に取り組みます。 

 防災教育につきましては、児童生徒の安全確保の観点から、地震や津波、台風などの自

然災害において、自ら身を守る能力の育成に向け、北海道や関係機関と連携した取組の一

層の充実が必要であり、各学校での避難訓練の継続的な実施や状況に応じた避難経路の検

証を実施するとともに、「一日防災学校」の事業を通じ防災意識を高め、「住み続けられ

るまちづくりを」を目指します。 

 次に、「生涯学習や芸術文化・スポーツの振興」についてであります。 
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 生涯学習は、自己の充実や生活の向上のために、自らの意思に基づき、必要に応じて自

己に適した手段や方法を選んで生涯を通じて行うものです。本や様々な資料で学習しよう

とする人を援助する生涯学習の中心的な施設として、図書館の役割は重要であります。町

民の学習の場としての機能が十分に果たされるよう、機能面や施設面、人的配置など不断

に検証し、必要な措置について検討・協議を進めてまいります。 

 読書活動の推進を図るとともに、図書館の利用促進のため、これまでの蔵書検索システ

ムを利用した情報発信の充実や、学校図書の町民貸出しを可能とする横断的な検索システ

ムの運用を開始します。また、子どもの読書活動につきましては、本年度から取り組む

「第２期子どもの読書活動推進計画」により読書週間の定着に向け、親が一緒に読書をす

ることなどの「家庭における読書の取組」を推進し、生涯学習の基礎を培い、「貧困をな

くそう」、「住み続けられるまちづくりを」の実現を目指します。 

 当町の社会教育は、ふるさとのよさを発見し、ふるさとに誇りと愛着を持ち、主体的に

行動できる人材の育成を目指す「ふるさと学習の推進」を重点とした「第８次社会教育中

期計画」に沿って取組を進めております。昨年度に行われた「知床羅臼ＮＯＡＳＯＢＩ・

ＭＡＮＡＢＩプロジェクト」により、地域の魅力づくりとして創出した新たなフィールド

やコンテンツを活用し、ふるさと学習の充実を図ってまいります。また、これからのまち

づくりの担い手として期待される青年層の活発な活動や社会参加を促しながら、核となる

人材の発掘や育成を図ります。 

 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、各種事業の在り方や実施方法の工夫が求

められております。単に中止や延期をすることなく、できることを模索しながら進めるこ

とが大切と考えており、令和３年羅臼町成人式は、来場できなかった方や多くの方々にも

御覧いただくことができるよう、ＬＩＶＥ配信を実施いたしました。このような新たな取

組について、今後の事業においても必要に応じ導入するなど、映像の力を用いて、町民の

皆様にふるさと学習の取組を御覧いただき、事業への参加・協力の輪を広げ、心を結ぶ地

域づくりを目指し、「住み続けられるまちづくりを」、「パートナーシップで目標を達成

しよう」の実現を目指します。 

 昨年度実施した「ドローン講座」は、多くの方に参加いただき、大変好評でありまし

た。ドローンの活用方法は、仕事や趣味の中で多種多様にわたり、大きな注目を集めてい

ますので、正しい知識や操作方法を学び、当町の魅力づくりのための手段の一つとしての

活用を期待しております。今年度は、ドローンなどで撮影した映像の編集や情報発信と

いった講座の実施も検討し、「働きがいも経済成長も」、「産業と技術革新の基盤をつく

ろう」の実現を目指します。 

 こまぐさ学級などの高齢者を対象とした取組につきましては、参加者ニーズを把握し、

多くの方々が生き生きと心豊かな芸術・文化活動が実施できるよう努め、「すべての人に

健康と福祉を」、「住み続けられるまちづくりを」を目指します。 

 各種社会教育関係団体やサークル活動につきましては、活動場所の確保として、今年度



― 45 ― 

も学校開放事業や代替施設となる町内施設の利用調整に努め、文化協会等と連携を図りな

がら日頃の活動が円滑に行えるよう取り組み、「住み続けられるまちづくりを」を目指し

ます。 

 社会体育活動につきましては、耐震と機能充実のための内部改修を実施していた町民体

育館が令和３年６月にリニューアルオープンを予定しております。新たな体育館では、町

民の体力向上に寄与できるようトレーニングルームの充実を図るとともに、スポーツ合宿

もできるよう、調理実習室や幅広い利用者層を想定し、多目的トイレを整備いたしまし

た。町民の皆様にスポーツへの関心を高めていただき、利用拡大につながるよう、スポー

ツ協会やＮＰＯ法人羅臼スポーツクラブ「らいず」と連携して、レジャースポーツやレク

リエーション事業を企画・実施し、健康増進とコミュニティーづくりに役立つスポーツ振

興を図り、「すべての人に健康と福祉を」、「住み続けられるまちづくりを」の実現を目

指します。 

 昨年登録された日本遺産「鮭の聖地の物語～根室海峡一万年の道程」につきましては、

１市３町で構成する「鮭の聖地メナシネットワーク」において、この地に暮らす私たちが

誇りと愛着を持ってその魅力を語り伝えていけるよう歴史的な裏づけと、今の生きる産業

の担い手たちの思いを重ね「鱒形図拾壱品鮭形図四品」の紹介資料を制作することとして

います。 

 日本遺産の深掘りモデルコースを実施するほか、地域の宝である食の資源についても、

その魅力を整理することとしており、知床羅臼町観光協会等と連携し、地域振興につなが

る取組について検討し、「産業と技術革新の基盤をつくろう」、「海の豊かさを守ろ

う」、「陸の豊かさも守ろう」の実現を目指します。 

 当町には、先人たちが培ってきた文化的活動と、それによって生み出されてきた貴重な

文化財が数多くあります。郷土資料館では、多くの町民に自らの地域について様々な角度

から学び、理解を深める講座などを企画し、郷土に愛着や誇りを持つことにつながるよ

う、当町の歴史、文化、自然等について学習する機会の提供を図ります。 

 羅臼町無形文化財第１号であります「羅臼町郷土芸能 知床いぶき樽」は、町の唯一の

郷土芸能であり、その歩みや功績を後世に末永く伝えるため、郷土資料館内に資料展示ス

ペースを新たに設け、郷土芸能の保存と伝承に努めます。 

 また、人口減少が進む中、各種活動において指導者不足という課題があり、羅臼町第８

次社会教育中期計画でも指導者の発掘と養成を推進項目として取り上げております。引き

続き、関係団体と連携を図りながら後継者の育成に力を入れ、「住み続けられるまちづく

りを」の実現を目指します。 

 以上、令和３年度に取り組む主要な施策を申し上げました。 

 新型コロナウイルス感染症対策により、学校の生活様式も含め、教育を取り巻く環境が

急激に変化しています。この中で、児童生徒が健やかで豊かな学びが続けられる地域づく

りを推進するためには、学校・家庭・地域・行政の緊密な連携と深い理解が不可欠です。
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知床学をはじめとするふるさと教育を核としたＥＳＤを推進し、ＳＤＧｓの４番目の目標

である「質の高い教育をみんなに」を重点目標に、持続可能な教育環境の整備に努め、羅

臼町の教育の充実・発展に取り組んでまいります。 

 議員の皆様をはじめ、町民の皆様の御理解と御協力を心からお願い申し上げます。 

○議長（佐藤 晶君） 以上で、町長・教育長行政執行方針の説明が終わりました。 

 町長・教育長行政執行方針に対する質問及び一般質問は、後日行います。 

──────────────────────────────────── 

◎散会宣告 

──────────────────────────────────── 

○議長（佐藤 晶君） これで、本日の日程は全部終了いたしました。 

 なお、明日６日から７日までの２日間は、会議規則第９条第１項のため、休会となりま

す。３月８日は、午前１０時開議とします。議事日程は、当日配付いたします。 

 本日は、これで散会します。 

 御苦労さまでした。 

午後 ２時２２分 散会  
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 地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。 
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